
国
府
の
地
域
的
集
団
安
全
保
障
組
織
創
設
の
模
索

︱
︱
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
登
場
と
﹁
太
平
案
﹂
の

(

)

提
出
︱
︱

�

石

川

誠

人

は

じ

め

に

一

国
府
の
国
際
的
地
位
の
動
揺
と
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
登
場

二

東
ア
ジ
ア
反
共
四
ヶ
国
外
相
会
談
の
開
催

三

地
域
的
集
団
安
全
保
障
組
織
創
設
案
の
具
体
化

四

﹁
太
平
案
﹂
の
提
出
と
そ
の
不
採
用
の
決
定

お

わ

り

に

は

じ

め

に

東
ア
ジ
ア
冷
戦
の
前
哨
国
家
は
ア
メ
リ
カ
を
主
軸
と
し
た
二
国
間
同
盟
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ブ
・
ア
ン
ド
・
ス
ポ
ー
ク
型
の
安
全

保
障
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て

(

)

い
た
。
し
か
し
、
前
哨
国
家
に
よ
る
地
域
的
連
携
の
試
み
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
一
九
四

�

九
年
二
月
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
キ
リ
ノ
大
統
領
︵
E
lp
id
io
Q
u
irin
o︶
が
提
唱
し
た
﹁
太
平
洋
条
約
︵
P
acific
A
ct︶
﹂
に
対
し
て
は
、
国
府

の
蔣
介
石
総
統
や
韓
国
の
李
承
晩
大
統
領
が
呼
応
し
、
三
ヶ
国
は
連
携
を
深
め
る
と
と
も
に
ア
ジ
ア
地
域
で
の
集
団
安
全
保
障
組
織
の
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創
設
を
模
索

(

)

し
た
。
ま
た
五
四
年
に
は
国
府
と
韓
国
が
中
心
と
な
り
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
半
官
半
民
の
会
議
で
あ
る
﹁
ア
ジ
ア
民
族
反
共

�

連
盟
︵
A
sian
P
eop
les’A
n
ti-C
om
m
u
n
ist
C
on
feren
ce︶
﹂
を
結
成

(

)

し
た
。
こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
冷
戦
の
前
哨
国
家
に
よ
る
域
内
連
携

�

の
模
索
に
関
す
る
既
存
の
研
究
は
、
五
〇
年
代
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
韓
国
の
試
み
に
集
中
し
て

(

)

い
る
。

�

だ
が
、
一
九
六
一
年
に
も
東
ア
ジ
ア
で
は
域
内
連
携
の
試
み
が
活
発
に
な
っ
て
い
た
。
一
月
に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
国
府
、
韓
国
、
ベ

ト
ナ
ム
共
和
国
﹇
以
下
﹁
南
ベ
ト
ナ
ム
﹂
と
記
す
：
筆
者
注
、
以
下
同
﹈
に
よ
る
初
の
反
共
四
ヶ
国
外
相
会
談
が
開
催
さ

(

)

れ
た
。
東
南
ア

!

ジ
ア
に
お
い
て
は
七
月
に
、
マ
ラ
ヤ
連
邦
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
お
よ
び
タ
イ
の
三
ヶ
国
が
、
東
南
ア
ジ
ア
連
合
︵
A
ssociation
of
S
ou
th
-

E
ast
A
sia
=
A
S
A
︶
を
結
成
し
た
。
こ
れ
は
、
東
ア
ジ
ア
地
域
初
の
域
内
諸
国
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
る
地
域
協
力
機
構
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
、
八
月
に
は
国
府
が
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
﹁
太
平
案
﹂
と
い
う
太
平
洋
・
東
ア
ジ
ア
地
域
の
集
団
安
全
保
障
組
織
の
構
想
を
提
起

し
た
。

一
九
六
一
年
に
東
ア
ジ
ア
で
域
内
連
携
の
模
索
が
活
発
化
し
た
背
景
に
は
、
ラ
オ
ス
で
の
共
産
主
義
勢
力
の
拡
大
に
対
し
て
東
南
ア

ジ
ア
条
約
機
構
︵
S
ou
th
east
A
sia
T
reaty
O
rg
an
ization
=
S
E
A
T
O
︶
が
有
効
な
対
策
を
取
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
ケ
ネ
デ
ィ
︵
Joh
n

F
.K
en
n
ed
y
︶
新
政
権
が
反
共
主
義
政
策
を
後
退
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
猜
疑
心
が
前
哨
国
家
に
広
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
共
産
主
義
へ
対
抗
し
同
盟
国
を
支
援
す
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
﹁
信
頼
性
︵
cred
ib
ility
︶
﹂
が
揺
ら
い
だ
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
中
で
、
東
ア
ジ
ア
冷
戦
の
前
哨
国
家
は
域
内
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
で
共
産
主
義
勢
力
の
拡
大
に
対
抗
す
る
と
と
も
に
、
交
渉
力

を
高
め
て
ア
メ
リ
カ
に
対
し
毅
然
と
し
た
反
共
姿
勢
を
貫
か
せ
よ
う
と
し
た
。

殊
に
、
後
述
す
る
国
連
中
国
代
表
権
問
題
に
お
い
て
優
位
を
失
っ
た
国
府
に
と
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
決
然
た
る
反
共
主
義
政
策

は
、
自
身
の
国
際
的
地
位
を
守
る
上
で
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
国
府
は
、﹁
太
平
案
﹂
と
い
う
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
地
域
的

集
団
安
全
保
障
組
織
の
構
想
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
共
産
主
義
に
対
す
る
軍
事
的
対
抗
姿
勢
を

確
保
し
、
さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
の
反
共
主
義
諸
国
の
結
束
を
強
め
る
こ
と
で
そ
の
国
際
的
地
位
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で

(

)

あ
る
。

/
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本
稿
で
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
登
場
に
対
す
る
国
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
国
府
が
﹁
太
平
案
﹂
を
提
出
す
る
に
至
る
ま

で
の
過
程
を
追
い
、
こ
れ
を
提
出
し
た
背
景
と
目
的
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
﹁
太
平
案
﹂
不
採
用
の
決
定

が
そ
の
後
の
国
府
お
よ
び
米
華
関
係
の
動
向
に
与
え
た
影
響
を
検
討

(

)

す
る
。
資
料
は
主
に
米
台
双
方
の
公
開
政
府
文
書
お
よ
び
オ
ー
ラ

0

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
基
づ
く
。

︵
�
︶

本
稿
で
は
便
宜
的
に
、
台
湾
移
転
以
降
の
国
民
党
一
党
支
配
下
の
﹁
中
華
民
国
﹂
政
府
を
﹁
国
府
﹂
と
記
し
て
そ
の
略
称
を
﹁
華
﹂
と
し
、﹁
中
華
人
民
共
和
国
﹂

政
府
を
﹁
中
国
﹂
と
記
し
て
そ
の
略
称
を
﹁
中
﹂
と
す
る
。
国
府
と
中
国
と
の
関
係
は
﹁
国
共
関
係
﹂
と
記
す
。
た
だ
し
、
国
府
の
唯
一
の
正
統
政
府
と
し
て
の
主
張

と
し
て
﹁
中
国
﹂
に
言
及
す
る
場
合
に
は
括
弧
付
き
で
﹁
中
国
﹂
と
表
記
す
る
。
ま
た
﹁
沿
岸
諸
島
﹂
は
、
国
府
が
実
効
支
配
す
る
中
国
大
陸
沿
岸
の
金
門
・
馬
祖
諸

島
の
総
称
と
す
る
。

︵
�
︶

本
稿
に
お
け
る
﹁
東
ア
ジ
ア
﹂
と
は
、
東
西
は
日
本
か
ら
中
国
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
︵
ビ
ル
マ
︶
に
至
り
、
南
北
は
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
至
る
間
の
国
と
地

域
を
指
す
。
ま
た
、﹁
前
哨
国
家
﹂
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。
藤
原
帰
一
﹁
ア
ジ
ア
冷
戦
の
国
際
政
治
構
造
︱
中
心
・
前
哨
・
周
辺
﹂
東
京
大
学
社
会
科
学
研

究
所
編
﹃
現
代
日
本
社
会
/

国
際
化
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
。
藤
原
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
﹁
前
哨
﹂
と
い
う
位
置
づ
け
は
政
策
決
定
者
の
主
観
に
基
づ

い
て
お
り
、
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
便
宜
的
に
、
藤
原
の
定
義
と
は
異
な
る
が
、
東
西
陣
営
の
軍
事
対
立
の
前
線
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
国
府
、
韓
国
、

ベ
ト
ナ
ム
共
和
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
等
の
西
側
諸
国
を
東
ア
ジ
ア
の
前
哨
国
家
と
す
る
。
こ
れ
は
、
上
記
の
国
々
と
日
本
を
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。

︵
�
︶

キ
リ
ノ
大
統
領
に
よ
る
﹁
太
平
洋
条
約
﹂
構
想
の
提
案
と
構
想
の
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
、
以
下
の
論
稿
が
あ
る
。
C
h
arles
M
.D
ob
b
s,“T
h
e

P
act
N
ev
er
W
as:T
h
e
P
acific
P
act
of1949,”
Jou
rn
alofN
orth
eastA
sian
S
tu
d
ies,n
o.3︵
W
in
ter
1984︶

伊
藤
裕
子
﹁﹃
太
平
洋
条
約

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ア
ク
ト

﹄
構
想
の
変
容
︱
ア
ジ

；

ア
太
平
洋
地
域
安
保
統
合
へ
の
動
き
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

一
九
四
九
-
一
九
五
一
﹂﹃
国
際
関
係
紀
要
﹄︵
亜
細
亜
大
学
国
際
関
係
学
会
︶
第
一
〇
巻
第

三
号
︵
二
〇
〇
一
年
三
月
︶。

︵
�
︶
﹁
太
平
洋
条
約
﹂
の
発
案
か
ら
挫
折
に
至
る
ま
で
の
過
程
と
、
そ
の
後
﹁
ア
ジ
ア
民
族
反
共
連
盟
﹂
結
成
に
至
る
経
緯
に
対
す
る
韓
国
外
交
の
関
与
と
主
導
に
つ
い

て
は
、
以
下
を
参
照
。
崔
泳
鎬
﹁
李
承
晩
政
権
に
よ
る
反
共
外
交
の
展
開
︱
韓
国
の
対
東
南
ア
ジ
ア
外
交
の
始
ま
り
﹂
﹃
ア
ジ
ア
経
済
﹄
第
三
二
巻
第
二
号
︵
一
九
九
一

年
五
月
︶
お
よ
び
松
田
春
香
﹁
東
ア
ジ
ア
﹃
前
哨
国
家
﹄
に
よ
る
集
団
安
全
保
障
体
制
構
想
と
ア
メ
リ
カ
の
対
応
︱
﹃
太
平
洋
同
盟
﹄
と
﹃
ア
ジ
ア
民
族
反
共
連
盟
﹄

を
中
心
に
﹂
﹃
東
京
大
学
ア
メ
リ
カ
太
平
洋
研
究
﹄︵
東
京
大
学
ア
メ
リ
カ
太
平
洋
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
︶
第
五
号
︵
二
〇
〇
五
年
三
月
︶。

︵
�
︶

一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
国
府
の
反
共
同
盟
設
立
の
模
索
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
呉
瑞
雲
﹃
戦
後
中
華
民
国
の
反
共
連
合
政
策
﹄
台
北
、
中
央
研
究
院
東
北
ア

ジ
ア
地
域
研
究
、
二
〇
〇
一
年
、
が
あ
る
。

︵
!
︶

管
見
の
限
り
、
こ
の
ア
ジ
ア
反
共
四
ヶ
国
外
相
会
談
に
触
れ
て
い
る
先
行
研
究
は
、
崔
喜
植
﹁
一
九
六
〇
年
代
序
盤
の
韓
国
の
ア
ジ
ア
外
相
会
議
構
想
と
そ
れ
を
め
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ぐ
る
日
韓
関
係
﹂﹃
法
学
政
治
学
論
究
﹄︵
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
︶
第
六
九
号
︵
二
〇
〇
六
年
六
月
︶
の
み
で
あ
る
。

︵
/
︶

冷
戦
の
前
哨
に
位
置
し
て
い
な
い
日
本
が
﹁
東
ア
ジ
ア
の
反
共
主
義
諸
国
﹂
に
含
ま
れ
る
か
否
か
は
政
策
決
定
者
の
主
観
に
よ
る
。
例
え
ば
一
九
五
〇
年
代
の
東
ア

ジ
ア
反
共
同
盟
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
国
府
は
日
本
を
含
め
て
い
た
も
の
の
、
韓
国
は
一
貫
し
て
日
本
を
排
除
し
て
い
た
。
ま
た
、﹁
太
平
案
﹂
に
お

い
て
も
日
本
を
含
む
か
否
か
に
は
国
府
内
部
で
議
論
が
あ
っ
た
。
注
︵

︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。

81

︵
0
︶

先
行
研
究
で
は
コ
チ
ャ
ビ
が
﹁
太
平
案
﹂
に
言
及
し
て
い
る
が
、
国
府
が
﹁
太
平
案
﹂
を
提
出
す
る
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
は
考
察
し
て
い
な
い
。
N
oam

K
och
av
i,A
C
on
flict
P
erpetu
ated
:
C
h
in
a
P
olicy
D
u
rin
g
th
e
K
en
n
ed
y
Y
ears︵
W
estp
ort:P
raeg
er
P
u
b
lication
,2002︶,p
.138.

一

国
府
の
国
際
的
地
位
の
動
揺
と
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
登
場

�

国
府
の
国
際
的
地
位
の
低
落
の
危
機

一
九
六
〇
年
三
月
に
国
府
の
国
民
代
表
大
会
は
三
期
連
続
で
蔣
介
石
を
総
統
に
選
出
し
た
。
中
華
民
国
憲
法
に
は
総
統
連
続
三
選
禁

止
規
定
が
あ
っ
た
が
、
蔣
介
石
は
戒
厳
令
と
大
陸
選
出
の
﹁
万
年
議
員
﹂
が
占
め
る
国
民
代
表
大
会
を
利
用
し
て
超
法
規
的
措
置
に
よ

り
総
統
職
に
留
ま
っ
た
の
で

(

)

あ
る
。
だ
が
、
蔣
介
石
が
終
身
的
な
独
裁
体
制
の
構
築
に
乗
り
出
し
た
こ
の
時
期
に
、
国
府
の
国
際
的
地

f

位
は
不
安
定
に
な
っ
て
き
て
い
た
。

一
九
五
〇
年
代
末
期
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
中
国
問
題
を
﹁
二
つ
の
中
国
﹂
あ
る
い
は
﹁
一
つ
の
中
国
、
一
つ
の
台
湾
﹂
の
方
策
に
よ

り
解
決
す
る
期
待
が
高
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
代
表
的
な
議
論
は
、
ア
メ
リ
カ
上
院
外
交
委
員
会
よ
り
対
ア
ジ
ア
外
交
に
つ
い
て
の
研
究

を
委
託
さ
れ
た
コ
ン
ロ
ン
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
︵
C
on
lon
A
ssociates,L
td
︶
が
五
九
年
一
一
月
に
提
出
し
た
﹁
コ
ン
ロ
ン
報
告
﹂

で
あ
る
。﹁
コ
ン
ロ
ン
報
告
﹂
は
、
中
国
の
共
産
党
政
権
の
統
治
が
磐
石
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
ア
メ
リ
カ
の
対
中
政
策
の
最
終
的
な

目
標
と
し
て
、
中
国
の
国
連
加
盟
の
容
認
、
住
民
投
票
に
よ
る
﹁
台
湾
共
和
国
﹂
の
樹
立
お
よ
び
そ
の
国
連
加
盟
の
支
持
、
さ
ら
に
中

国
の
外
交
承
認
を
掲

(

)

げ
た
。

10

﹁
コ
ン
ロ
ン
報
告
﹂
は
政
府
の
見
解
で
は
な
く
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
︵
D
w
ig
h
t
D
.E
isen
h
ow
er︶
政
権
の
対
外
政
策
を
左
右
す
る
こ
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と
は
な
か

(

)

っ
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
議
会
の
委
託
に
よ
り
な
さ
れ
た
報
告
が
﹁
中
国
﹂
唯
一
の
正
統
政
府
と
い
う
国
府
の
主
張
を
否

11

定
し
て
い
た
た
め
、
国
府
の
不
安
を
煽

(

)

っ
た
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
政
策
に
つ
い
て
の
勧
告
を
執
筆
し
た
の
が
、
日
本
政
治
の
研
究
者
と
し

12

て
著
名
な
ス
カ
ラ
ピ
ー
ノ
︵
R
ob
ert
A
.S
calap
in
o︶
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
教
授
で
あ
っ
た
こ
と
も
、﹁
コ
ン
ロ
ン
報
告
﹂
が
注
目
さ

れ
る
原
因
と
な

(

)

っ
た
。

13

中
国
と
い
う
政
治
的
実
体
の
存
在
を
認
め
ず
﹁
漢
賊
両
立
せ
ず
﹂
を
外
交
政
策
の
原
則
と
す
る
国
府
は
、
﹁
コ
ン
ロ
ン
報
告
﹂
に
反

発
し
た
。
一
一
月
一
四
日
に
外
交
部
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
の
沈
剣
虹
は
、﹁
コ
ン
ロ
ン
報
告
﹂
は
中
国
の
実
力
を
過
大
視
し
て
い
る
と
批

判
し
、
﹁
自
由
世
界
の
宥
和
は
、
匪
共
﹇
中
国
﹈
を
さ
ら
に
凶
暴
に
し
、
極
東
の
平
和
を
こ
れ
ま
で
よ
り
も
さ
ら
に
得
難
く
す
る
だ
け

で
あ
る
﹂
と
、
中
国
へ
の
宥
和
的
な
姿
勢
の
無
意
味
さ
と
危
険
性
を
強
調

(

)

し
た
。

14

し
か
し
、
国
府
の
﹁
コ
ン
ロ
ン
報
告
﹂
に
対
す
る
反
発
は
限
定
的
で
あ
っ
た
。
翌
年
一
月
一
一
日
の
国
民
党
中
央
委
員
常
務
委
員
会

﹇
以
下
﹁
中
常
会
﹂
と
略
記
﹈
に
お
い
て
、
第
四
組
と
第
六
組
が
﹁
コ
ン
ロ
ン
報
告
﹂
の
対
中
宥
和
姿
勢
を
批
判
し
た
も
の
の
、﹁
台
湾

共
和
国
﹂
樹
立
や
中
国
国
連
加
盟
の
主
張
に
は
言
及
し
な
か

(

)

っ
た
。
こ
の
会
議
の
主
宰
で
あ
る
陳
誠
国
民
党
副
総
裁
も
、﹁
わ
が
国
は

15

宣
伝
上
﹇
間
違
っ
た
主
張
に
対
し
﹈
反
駁
し
正
す
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
﹇﹁
コ
ン
ロ
ン
報
告
﹂
の
﹈
わ
が
国
へ
の
批
判
に
対

し
て
、
政
治
、
軍
事
、
経
済
各
方
面
で
全
体
的
な
反
省
を
し
、
改
善
を
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
会
議
を
締
め
く
く

(

)

っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の

16

時
期
の
国
府
に
は
﹁
二
つ
の
中
国
﹂
や
﹁
台
湾
独
立
﹂
の
言
論
に
対
す
る
警
戒
心
は
薄
く
、
﹁
コ
ン
ロ
ン
報
告
﹂
の
批
判
を
部
分
的
に

受
け
入
れ
る
姿
勢
さ
え
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、﹁
中
国
﹂
唯
一
の
正
統
政
府
で
あ
る
と
い
う
国
府
の
主
張
を
揺
る
が
す
事
態
は
さ
ら
に
生
じ
た
。
一
九
五
九
年
五
月
の
第

五
五
回
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
︵
In
tern
ation
al
O
ly
m
p
ic
C
om
m
ittee
=
IO
C
︶
総
会
は
、
翌
年
の
ロ
ー
マ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

開
催
を
目
前
に
、
国
府
の
﹁
中
国
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
︵
C
h
in
ese
O
ly
m
p
ic
C
om
m
ittee︶
﹂
に
対
し
て
、
国
府
が
﹁
中
国
﹂
を
代

表
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
改
称
を
要
求
し
た
。
そ
こ
で
国
府
は
、﹁
中
国
﹂
で
は
な
く
﹁
中
華
民
国
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
︵
R
e-

国府の地域的集団安全保障組織創設の模索（石川誠人）

247



p
u
b
lic
ofC
h
in
a
O
ly
m
p
ic
C
om
m
ittee︶
﹂
に
改
称
す
る
こ
と
で
Ｉ
Ｏ
Ｃ
に
留
ま
ろ
う
と

(

)

し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
翌
年
八
月
に
開
催
さ
れ

17

た
第
五
八
回
Ｉ
Ｏ
Ｃ
総
会
は
、﹁
中
華
民
国
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
﹂
の
名
称
を
組
織
名
と
し
て
は
承
認
し
た
が
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
、

大
会
記
録
や
プ
ラ
カ
ー
ド
に
は
﹁
台
湾
︵
F
orm
osa
ま
た
は

T
aiw
an
︶
﹂
と
記
す
よ
う
要
求
し
、
国
府
が
﹁
台
湾
﹂
の
代
表
で
あ
る
こ

と
を
明
確
に
し
よ
う
と

(

)

し
た
。

18

国
府
は
こ
の
要
求
に
柔
軟
に
対
応
し
た
。
八
月
一
七
日
の
中
常
会
に
お
い
て
、
蔣
介
石
は
、
﹁
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
に
参
加

す
る
か
ど
う
か
の
議
決
は
、
共
匪
﹇
中
国
﹈
が
参
加
し
な
け
れ
ば
我
々
は
参
加
を
決
定
す
る
と
い
う
だ
け
の
問
題
﹂
で
あ
り
、﹁
や
む

を
得
な
い
場
合
に
は
括
弧
つ
き
の
台
湾
の
二
字
を
用
い
る
﹂
と
指
示

(

)

し
た
。
つ
ま
り
、
中
国
と
の
同
時
参
加
で
な
け
れ
ば
、
﹁
台
湾
﹂

19

の
名
義
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
国
府
は
﹁
中
国
﹂
の
正
統
政
府
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
損
な
わ
な
い
よ
う

に
、
ロ
ー
マ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
会
式
で
は
国
府
の
代
表
団
に
〝
T
aiw
an
〟
と
記
さ
れ
た
プ
ラ
カ
ー
ド
の
他
に
〝
U
n
d
er
P
rotest

︵
抗
議
中
︶〟
と
書
か
れ
た
横
断
幕
を
持
っ
て
行
進
を
行
わ

(

)

せ
た
。

20

こ
の
よ
う
に
国
府
は
自
身
の
国
際
的
正
統
性
を
崩
し
か
ね
な
い
事
態
に
比
較
的
冷
静
に
対
応
し
て
い
た
。
だ
が
、
国
際
的
地
位
の
凋

落
に
対
す
る
不
安
感
は
募
っ
て
い
た
。
蔣
介
石
の
総
統
再
任
が
決
ま
っ
た
際
に
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
に
再
三
に
渡
り
祝
電
を
求

め
、
ド
ラ
ム
ラ
イ
ト
︵
E
v
erett
F
.D
ru
m
rig
h
t︶
駐
華
大
使
か
ら
祝
辞
を
受
け
よ
う
や
く
安
堵
し
た
こ
と
が
そ
の
表
れ
で
あ
っ
た
。
ア

メ
リ
カ
が
蔣
介
石
の
総
統
職
継
続
に
賛
成
し
て
い
な
い
た
め
に
祝
電
を
送
ら
な
か
っ
た
と
す
る
中
国
の
ラ
ジ
オ
で
の
喧
伝
に
対
し
、
国

府
は
﹁
一
般
世
論
お
よ
び
国
民
心
理
は
も
と
も
と
鋭
敏
な
感
覚
を
持
っ
て
い
る
﹂
と
過
敏
に
反
応
し
て
い
た
の
で

(

)

あ
る
。
こ
の
背
景
に

21

は
、
台
湾
に
お
い
て
﹃
自
由
中
国
﹄
誌
が
蔣
介
石
の
総
統
三
選
批
判
を
展
開
し
、
そ
の
手
続
き
の
不
当
性
を
訴
え
て
い
た
こ
と
が

(

)

あ
る
。
蔣
介
石
の
総
統
選
出
に
対
す
る
国
際
的
な
承
認
は
、
こ
の
国
内
の
批
判
を
封
じ
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
年
に

22
駐
米
大
使
の
葉
公
超
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
特
に
民
主
党
を
中
心
に
総
統
三
選
に
対
し
反
発
が
生
じ
る
こ
と
を
予
測
し
、﹁
そ
の
攻
撃
の

出
発
点
は
必
ず
や
我
が
総
統
は
独
裁
者
で
あ
り
、
我
が
憲
政
は
偽
の
飾
り
で
あ
る
と
謗
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
黄
少
谷
外
交
部
長
に
対
し
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て
報
告
し
て

(

)

い
た
。
よ
っ
て
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
が
総
統
再
選
の
祝
電
を
送
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
が
国
府
の
正
統
性
に
疑

23

義
を
呈
し
、
国
府
を
見
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
不
安
を
惹
起
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
蔣
介
石
の
三
選
を
期
に
、
国
府
は
そ
の
正

統
性
に
対
す
る
国
内
外
の
承
認
の
有
無
に
敏
感
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
一
九
六
〇
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
た
第
一
五
回
国
連
総
会
で
の
中
国
代
表
権
問
題
に
関
す
る
投
票
は
、
国
府
を
﹁
中
国
﹂
唯

一
の
正
統
政
府
と
す
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
る
国
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
表
し
た
。

一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
、
国
府
国
連
議
席
は
、
中
国
代
表
権
問
題
の
国
連
総
会
で
の
討
議
を
拒
否
す
る
﹁
審
議
棚
上
げ
案
﹂
を
ア

メ
リ
カ
が
国
連
総
会
で
可
決
さ
せ
る
こ
と
で
守
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
六
〇
年
の
国
連
総
会
で
は
、﹁
審
議
棚
上
げ
方
式
﹂
に
対
す

る
賛
成
票
は
前
年
の
四
五
票
か
ら
四
二
票
に
減
少
し
た
の
に
対
し
て
、
反
対
票
は
二
九
票
か
ら
三
四
票
へ
、
棄
権
票
は
四
票
か
ら
二
二

票
へ
と
増
加
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
翌
年
に
六
〇
年
の
棄
権
票
の
半
数
で
も
反
対
票
に
回
れ
ば
反
対
票
が
過
半
数
を
制
す
る
た

め
、
﹁
審
議
棚
上
げ
方
式
﹂
は
否
決
さ
れ
、
中
国
の
国
連
加
盟
と
国
府
の
国
連
議
席
喪
失
が
現
実
の
も
の
と
な
る
の
で

(

)

あ
る
。
こ
う
し

24

て
、
国
府
は
国
際
的
な
正
統
性
を
喪
失
す
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

�

ケ
ネ
デ
ィ
新
政
権
に
対
す
る
国
府
の
警
戒

一
方
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
一
月
八
日
に
民
主
党
の
ケ
ネ
デ
ィ
が
次
期
大
統
領
に
当
選
し
、
政
権
発
足
の
準
備
に
取
り
掛
か
り
始
め

た
。ケ

ネ
デ
ィ
民
主
党
政
権
に
は
対
中
・
対
華
政
策
の
見
直
し
の
提
唱
者
も
加
わ
っ
た
。
国
連
大
使
と
な
る
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン

︵
A
d
lai
E
.S
tev
en
son
︶
は
、
一
九
五
九
年
九
月
に
中
国
の
国
連
加
盟
問
題
の
処
理
は
他
の
国
連
加
盟
国
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
中

国
国
連
加
盟
を
容
認
す
る
発
言
を
し
て

(

)

い
た
。
さ
ら
に
、﹃
フ
ォ
ー
リ
ン
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
﹄
誌
の
六
〇
年
一
月
号
に
お
い
て
も
、
中

25

国
国
連
加
盟
の
容
認
、
住
民
投
票
に
よ
る
台
湾
住
民
自
身
の
政
治
体
制
の
選
択
、
台
湾
海
峡
危
機
の
舞
台
で
あ
り
国
府
が
固
守
し
た
沿
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岸
諸
島
か
ら
の
撤
退
の
受
け
入
れ
な
ど
を
提
言
し
て

(

)

い
た
。
ま
た
、
同
誌
の
六
〇
年
四
月
号
で
は
、
国
務
次
官
に
就
任
す
る
ボ
ー
ル
ズ

26

︵
C
h
ester
A
.B
ow
les︶
が
、
軍
備
管
理
の
た
め
に
対
話
を
通
じ
て
中
国
を
国
際
社
会
に
取
り
込
む
必
要
性
を
説
い
て
い
た
。
ボ
ー
ル
ズ

は
さ
ら
に
、
国
府
に
﹁
大
陸
反
攻
﹂
を
放
棄
さ
せ
て
、
共
産
主
義
と
は
対
照
的
な
自
由
と
経
済
的
繁
栄
を
享
受
す
る
﹁
近
代
的
な
非
共

産
主
義
的
中
国
社
会
﹂
で
あ
る
﹁
中
台
国
︵
S
in
o-F
orm
osan
n
ation
︶
﹂
の
樹
立
を
訴
え
、
加
え
て
沿
岸
諸
島
の
中
立
化
を
主
張
し
て

(

)

い
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
自
身
も
大
統
領
選
挙
の
際
の
第
二
回
テ
レ
ビ
討
論
会
に
お
い
て
、
非
戦
闘
時
に
お
け
る
沿
岸
諸
島
か
ら
の
撤
退
を
支

27
持
し
て

(

)

い
た
。

28

こ
う
し
た
言
論
を
許
容
す
る
ケ
ネ
デ
ィ
陣
営
の
方
針
は
﹁
漢
賊
両
立
せ
ず
﹂
の
原
則
を
固
守
し
、
沿
岸
諸
島
の
防
衛
に
自
身
の
存
亡

を
も
賭
け
る
国
府
の
政
策
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
蔣
介
石
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
の
沿
岸
諸
島
撤
退
の
主
張
に
対
し
﹁
外
島
﹇
沿
岸
諸

島
﹈
は
中
華
民
国
の
不
可
分
の
一
部
分
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
最
後
の
一
人
ま
で
戦
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
我
々
は
最
後
ま
で
防
衛
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
て
、
反
発
し
て

(

)

い
た
。

29

も
っ
と
も
、
国
府
は
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
発
足
後
即
座
に
対
中
・
対
華
政
策
を
変
更
す
る
と
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
六

〇
年
一
一
月
に
中
常
会
は
ケ
ネ
デ
ィ
当
選
の
影
響
の
分
析
と
こ
れ
へ
の
対
応
を
議
論
し
、﹁
目
下
ア
メ
リ
カ
は
破
壊
的
作
用
や
消
極
的

な
影
響
を
も
た
ら
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
我
々
が
顧
慮
す
べ
き
は
、
国
連
の
問
題
に
あ
る
﹂
と
の
結
論
を
導

(

)

い
た
。
駐
米
大
使
の
葉

30

公
超
も
、
ケ
ネ
デ
ィ
新
政
権
の
﹁
対
華
政
策
は
と
り
あ
え
ず
大
幅
な
変
転
に
至
る
こ
と
は
な
く
、
顧
慮
す
る
の
は
来
年
の
国
連
に
お
け

る
我
が
代
表
権
問
題
で
あ
る
﹂
と
外
交
部
に
伝

(

)

え
た
。
つ
ま
り
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
に
対
し
て
国
府
が
憂
慮
し
て
い
た
の
は
対
中
・
対
華

31

政
策
全
般
の
変
更
で
は
な
く
、
国
連
中
国
代
表
権
問
題
へ
の
対
応
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
九
六
一
年
一
月
に
開
か
れ
た
ア
メ
リ
カ
上
院
外
交
委
員
会
の
公
聴
会
で
の
証
言
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
次
期
政
権
が
国
際
社
会

に
お
け
る
中
国
の
存
在
感
の
高
ま
り
を
認
め
、
対
中
政
策
の
何
ら
か
の
変
更
を
模
索
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
国
務
長
官
に
指
名

さ
れ
た
ラ
ス
ク
︵
D
ean
R
u
sk
︶
は
、
国
府
と
の
国
交
と
米
華
相
互
防
衛
条
約
の
存
在
を
確
認
し
中
国
と
の
関
係
正
常
化
を
否
定
し
た
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が
、
﹁
中
国
本
土
に
存
在
す
る
巨
大
か
つ
強
力
な
勢
力
︵
p
ow
erfu
l
force︶
は
我
々
が
外
交
政
策
上
の
問
題
を
考
慮
す
る
際
に
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
近
代
世
界
の
事
実
の
一
つ
で
あ
る
﹂
と
、
中
国
の
存
在
を
重
視
す
る
意
向
を
示
し
た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
も
中
国
国
連

加
盟
に
つ
い
て
﹁
防
ぐ
こ
と
が
不
可
能
﹂
と
蓋
然
性
と
し
て
こ
れ
に
言
及

(

)

し
た
。
ボ
ー
ル
ズ
は
中
国
国
連
加
盟
や
中
国
承
認
に
は
反
対

32

し
た
も
の
の
、
軍
備
管
理
を
進
め
る
上
で
中
国
を
国
際
社
会
に
取
り
込
む
必
要
性
を
強
調

(

)

し
た
。

33

公
聴
会
で
の
証
言
は
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
対
中
・
対
華
政
策
に
対
す
る
国
府
の
懸
念
を
強
め
た
。
葉
公
超
は
三
者
が
中
国
の
国
連
加
盟

問
題
に
対
し
﹁
敗
北
主
義
的
態
度
﹂
を
と
っ
て
お
り
、
特
に
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
発
言
は
国
連
総
会
で
の
投
票
に
影
響
を
及
ぼ
す
と

憂
慮
し
た
。
そ
こ
で
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
に
対
し
発
言
の
影
響
力
に
注
意
す
る
よ
う
求
め
る
と
と
も
に
、
蔣
介
石
に
対
し
て
は
米
華

間
で
中
国
代
表
権
問
題
を
協
議
す
る
前
に
ア
メ
リ
カ
の
高
官
が
﹁
傍
観
的
お
よ
び
敗
北
の
言
い
方
﹂
を
し
な
い
よ
う
ド
ラ
ム
ラ
イ
ト
に

﹁
厳
正
に
要
求
﹂
す
る
よ
う
提
言

(

)

し
た
。
そ
こ
で
、
台
北
で
は
沈
昌
煥
外
交
部
長
が
ド
ラ
ム
ラ
イ
ト
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
対
華
政
策

34

の
先
行
き
に
対
す
る
国
府
の
不
安
感
を
伝
え
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
高
官
が
中
国
代
表
権
問
題
に
関
す
る
発
言
を
慎
重
に
す
る
よ
う
求

(

)

め
た
。

35国
府
は
こ
の
よ
う
に
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
国
府
の
国
際
的
地
位
を
犠
牲
に
し
て
で
も
、
中
国
の
国
連
加
盟
容
認
を
始
め
と
し
た
対

中
・
対
華
政
策
の
変
更
に
乗
り
出
す
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

︵
f
︶

若
林
正
丈
﹃
台
湾

分
裂
国
家
と
民
主
化
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
一
六
八
頁
。

︵

︶

清
水
知
久
﹁
特
別
報
告

コ
ン
ロ
ン
報
告
︱
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
米
国
の
外
交
政
策
﹂﹃
中
央
公
論
﹄
第
一
五
巻
第
一
号
︵
一
九
六
〇
年
一
月
︶、
三
八
三
-
四
〇

10
八
頁
。

︵

︶

ハ
ー
タ
ー
︵
C
h
ristian
A
.H
erter︶
国
務
次
官
は
、
数
度
に
わ
た
り
﹁
コ
ン
ロ
ン
報
告
﹂
が
政
府
の
見
解
と
は
異
な
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
陳
志
奇
﹃
美
国

11
対
華
政
策
三
十
年

増
訂
再
版
﹄
台
北
、
中
華
日
報
、
一
九
八
一
年
、
一
九
〇
-一
九
一
頁
。

︵

︶

同
前
、
一
九
〇
頁
。

12
︵

︶

清
水
知
久
﹁
コ
ン
ロ
ン
報
告
﹂、
三
四
七
頁
。

13

国府の地域的集団安全保障組織創設の模索（石川誠人）

251



︵

︶
﹁
自
由
世
界
如
対
匪
安
撫

遠
東
和
平
更
難
獲
致
﹂﹃
中
央
日
報
﹄
一
九
五
九
年
一
一
月
一
四
日
。

14
︵

︶

中
国
国
民
党
中
央
委
員
会
第
六
組
編
﹃﹁
康
隆
報
告
﹂
匪
情
部
分
批
判
﹄
台
北
、
中
国
国
民
党
中
央
委
員
会
第
六
組
、
一
九
五
九
年
。

15
︵

︶
﹁
副
総
裁
指
示
﹂
民
国
四
九
︵
一
九
六
〇
︶
年
一
月
一
一
日
、
石
叟
叢
書
、
続
編
、
副
総
裁
中
常
会
指
示
彙
編
︵
av
ailab
le
at
h
ttp
://210.241.75.208/

16
石

叟
叢
書

/︶。

︵

︶

清
水
麗
﹁
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
参
加
を
め
ぐ
る
台
湾
︱
中
台
関
係
に
お
け
る
名
称
問
題
の
一
考
察
︱
﹂
﹃

世
紀
ア
ジ
ア
学
会
紀
要
﹄︵
国
史
館
大
学

世
紀
ア
ジ
ア
学

17

21

21

会
︶
第
一
号
︵
二
〇
〇
三
年
︶、
九
-一
〇
頁
。

︵

︶

同
前
、
一
〇
頁
。

18
︵

︶
﹃
王
叔
銘
将
軍
日
記
﹄
二
四
、
一
九
六
〇
︵
民
国
四
九
︶
年
八
月
一
七
日
、
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
档
案
館
蔵
︵
以
下
﹁
近
史
所
档
案
館
﹂
と
略
記
︶、
台
北
。

19
︵

︶

清
水
麗
﹁
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
参
加
を
め
ぐ
る
台
湾
﹂、
一
〇
頁
。

20
︵

︶

な
お
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
が
祝
電
を
蔣
介
石
に
送
ら
な
か
っ
た
の
は
、
首
脳
の
就
任
時
に
祝
電
を
送
る
こ
と
を
慣
例
に
定
め
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
葉
公
超
致
外

21
交
部
八
六
五
号
来
電
、
一
九
六
〇
︵
民
国
四
九
︶
年
三
月
二
三
日
、
外
交
部
档
案
、
蔣
中
正
総
統
当
選
三
任
後
探
詢
艾
森
豪
総
統
賀
電
事
、
档
号

412.5/0083、
近
史

所
档
案
館
。
黄
少
谷
致
葉
公
超
一
五
四
二
号
去
電
、
一
九
六
〇
年
︵
民
国
四
九
︶
年
三
月
二
四
日
、
同
前
。
周
書
楷
致
許
紹
昌
函
、
一
九
六
〇
︵
民
国
四
九
︶
年
四
月

二
〇
日
、
同
前
。
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
は
五
月
の
蔣
介
石
の
総
統
就
任
時
に
は
祝
電
を
送
っ
て
い
る
。
M
essage
from
D
ru
m
rig
h
t
to
H
u
an
g
S
h
ao-k
u
,M
ay
18,1960,

同
前
。

︵

︶

薛
化
元
﹃︿︿
自
由
中
国
﹀﹀
与
民
主
憲
政

一
九
五
〇
年
代
台
湾
思
想
史
的
一
個
考
察
﹄
台
北
県
、
稲
郷
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
三
一
五
-
三
一
八
頁
。﹃
自
由
中

22
国
﹄
誌
は
、
自
由
主
義
者
の
胡
適
ら
が
中
心
と
な
り
四
九
年
に
創
刊
し
た
雑
誌
で
、
創
刊
当
初
は
蔣
介
石
の
支
持
を
得
て
い
た
も
の
の
、
次
第
に
国
民
党
一
党
独
裁
体

制
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
党
結
成
を
企
図
し
て
い
た
編
集
長
の
雷
震
が
六
〇
年
九
月
に
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
﹃
自
由
中
国
﹄
も
停
刊
と
な
っ
た
。

︵

︶

周
谷
﹁
葉
公
超
与
蔣
介
石
︵
三
︶﹂﹃
中
外
雑
誌
﹄
第
六
二
巻
第
五
期
︵
一
九
九
七
年
一
一
月
︶、
一
一
二
-一
一
三
頁
。

23
︵

︶

坂
内
富
雄
﹁
中
共
の
国
連
加
盟
問
題
﹂﹃
世
界
週
報
﹄
第
四
二
巻
第
一
三
号
、
一
八
頁
。

24
︵

︶

“S
teven
son
C
ritical
of
U
.S
.R
ole
in
U
.N
.,”
N
ew
Y
ork
T
im
es︵
h
ereafter,N
Y
T
︶,S
ep
tem
b
er
22,1959.

25
︵

︶

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
主
張
は
、
好
戦
的
な
中
国
が
国
際
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
軍
備
管
理
は
有
効
に
は
な
ら
な
い
と
の
判
断
に
基
づ
い
て
お
り
、
中
国

26
の
承
認
を
追
求
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
A
d
lai
E
.
S
tev
en
son
,
“P
u
ttin
g
F
irst
T
h
in
g
s
F
irst:
A
D
em
ocratic
V
iew
,”
F
oreign
A
ffairs,
v
ol.
38,
n
o.
2

︵
Jan
u
ary
1960︶,p
p
.202-203.

︵

︶

C
h
ester
B
ow
les,“T
h
e
‘C
h
in
a
P
rob
lem
’R
econ
sid
ered
,”
F
oreign
A
ffairs,v
ol.38,n
o.3︵
A
p
ril
1960︶,p
p
.476-486.

27
︵

︶

“T
ran
scrip
t
of
th
e
S
econ
d
N
ix
on
-K
en
n
ed
y
D
eb
ate
on
N
ation
-W
id
e
T
elev
ision
,”
N
Y
T
,O
ctob
er
8,1960.

28
︵

︶
﹁
戦
至
最
後
一
人
亦
不
放
棄
金
馬
外
島
﹂
一
九
六
〇
︵
民
国
四
九
︶
年
一
〇
月
一
三
日
、
張
其
昀
主
編
﹃
先
総
統
蔣
公
全
集
﹄︵
以
下
、﹃
蔣
公
全
集
﹄
と
略
記
︶
第

29
三
冊
、
台
北
、
中
国
文
化
大
学
出
版
部
、
一
九
八
四
年
、
三
九
六
七
頁
。
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︵

︶
﹃
八
届
中
常
会
第
二
五
四
次
会
議
記
録
﹄、
一
九
六
〇
︵
民
国
六
〇
︶
年
一
一
月
九
日
、
中
国
国
民
党
档
案
、
档
号

8.3/254、
中
国
国
民
党
文
化
伝
播
委
員
会
党
史

30
館
︵
以
下
﹁
党
史
館
﹂
と
略
記
︶
蔵
、
台
北
。﹁
八
届
中
常
会
第
二
五
五
次
会
議
記
録
﹂、
一
九
六
〇
︵
民
国
六
〇
︶
年
一
一
月
一
四
日
、
中
国
国
民
党
档
案
、
档
号

8.

3/255
、
党
史
館
蔵
。

︵

︶

葉
公
超
致
外
交
部
部
長
三
八
八
号
来
電
、
一
九
六
〇
︵
民
国
四
九
︶
年
一
二
月
二
一
日
、
外
交
部
档
案
、
甘
迺
迪
政
府
対
華
政
策
与
我
因
応
方
略
、
档
号

411.2/

31
0009
、
近
史
所
档
案
館
蔵

︵

︶

“S
tev
en
son
T
ells
S
en
ators
R
ed
C
h
in
a
M
ay
E
n
ter
U
.N
.,”
N
Y
T
,Jan
u
ary
19,1961.

32
︵

︶

“B
ow
les
O
p
p
oses
P
eip
in
g
in
U
.N
.an
d
F
av
ors
D
efen
se
of
C
h
ian
g
,”
N
Y
T
,Jan
u
ary
20,1961.

33
︵

︶

葉
公
超
致
外
交
部
部
次
長
第
四
四
六
号
来
電
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
一
月
二
二
日
、
外
交
部
档
案
、
鮑
爾
斯
魯
斯
克
史
蒂
文
生
在
外
交
委
員
会
證
詞
、
档
号

34
430.31/0030、
近
史
所
档
案
館
蔵
。

︵

︶

T
aip
ei
to
R
u
sk
,
Jan
u
ary
24,
1961,
F
oreign
R
elation
s
of
th
e
U
n
ited
S
tates,
1
9
6
1
-1
9
6
3
,
N
orth
east
A
sia
an
d
L
aos,
vol.
2
2
/2
4
,
M
icrofich
e

35
S
u
pplem
en
t︵
h
ereafter
cited
as
F
R
U
S
,
1
9
6
1
-1
9
6
3
,
vol.2
2
/2
4
,
S
u
p.︶,n
o.1.

二

東
ア
ジ
ア
反
共
四
ヶ
国
外
相
会
談
の
開
催

�

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
反
共
諸
国
外
相
会
談
開
催
の
提
案
と
国
府
の
対
応

ケ
ネ
デ
ィ
新
政
権
の
外
交
政
策
に
対
す
る
不
安
は
、
他
の
東
ア
ジ
ア
冷
戦
の
前
哨
国
家
も
共
有
し
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
国
連

中
国
代
表
権
問
題
で
の
国
府
の
絶
対
的
優
位
の
喪
失
に
加
え
、
ラ
オ
ス
で
の
共
産
主
義
勢
力
の
拡
大
が
あ
る
。

一
九
五
九
年
五
月
よ
り
内
戦
が
始
ま
っ
て
い
た
ラ
オ
ス
で
は
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
か
ら
の
軍
事
支
援
に
支
え
ら
れ
て
ノ
サ
ヴ
ァ

ン
︵
P
h
ou
m
i
N
osav
an
︶
の
率
い
る
親
米
右
派
勢
力
が
六
〇
年
一
二
月
中
旬
に
ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
を
奪
還
し
た
。
し
か
し
、
プ
ー
マ

︵
S
ou
v
an
n
a
P
h
ou
m
a︶
を
長
と
し
共
産
主
義
勢
力
パ
テ
ト
・
ラ
オ
︵
T
h
e
P
ath
et
L
ao︶
と
連
携
す
る
中
道
・
左
派
勢
力
も
空
輸
な
ど

の
支
援
を
ソ
連
か
ら
獲
得
し
て
次
第
に
戦
況
を
逆
転
さ
せ
、
六
一
年
一
月
に
は
戦
略
拠
点
の
ジ
ャ
ー
ル
平
原
を
陥
落
さ
せ
た
。

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
の
ラ
オ
ス
危
機
に
対
す
る
対
応
は
足
並
み
が
乱
れ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
や
タ
イ
、
南
ベ
ト
ナ
ム
が
ノ
サ
ヴ
ァ
ン

派
を
支
持
・
支
援
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
英
仏
は
中
ソ
と
と
も
に
プ
ー
マ
政
権
を
承
認
し
、
ラ
オ
ス
中
立
化
を
支
持
し
て
い
た
。
こ
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の
た
め
全
会
一
致
制
を
採
用
す
る
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
ラ
オ
ス
危
機
に
対
し
有
効
に
対
処
で
き
な
か

(

)

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
東
ア
ジ
ア
冷
戦

36

の
前
哨
国
家
に
共
産
主
義
拡
大
へ
の
危
機
感
を
募
ら
せ
た
。

一
九
六
一
年
一
月
二
日
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
駐
華
大
使
は
セ
ラ
ノ
︵
F
elix
b
erto
M
.S
erran
o︶
外
相
か
ら
の
覚
書
を
沈
昌
煥
に
渡
し
、

国
府
、
韓
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
お
よ
び
南
ベ
ト
ナ
ム
の
五
ヶ
国
に
よ
る
外
相
会
談
を
提
案
し
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
の
大
統
領
就
任
直
前

に
バ
ギ
オ
で
開
催
す
る
こ
の
会
談
は
、
ラ
オ
ス
情
勢
と
五
ヶ
国
の
一
般
安
全
保
障
情
勢
、
中
国
国
連
加
盟
の
可
能
性
、
そ
し
て
ア
メ
リ

カ
新
政
権
の
外
交
政
策
の
変
化
の
可
能
性
お
よ
び
こ
の
変
化
が
地
域
の
安
全
保
障
と
そ
の
他
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
議
論
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て

(

)

い
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
前
年
ま
で
は
東
ア
ジ
ア
反
共
主
義
国
間
の
外
相
会
談
開
催
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
し
か

37

し
、
ラ
オ
ス
危
機
と
国
連
中
国
代
表
権
問
題
、
ケ
ネ
デ
ィ
新
政
権
の
発
足
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
の
転
換
の
可
能
性
は
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
に
共
産
主
義
勢
力
拡
大
に
対
す
る
危
機
感
を
高
め
た
。
そ
こ
で
セ
ラ
ノ
は
外
相
会
談
を
通
じ
て
東
ア
ジ
ア
反
共
主
義
国
と
の
連

携
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
に
毅
然
と
し
た
反
共
主
義
政
策
を
貫
か
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

外
相
会
談
開
催
の
提
案
に
対
し
て
、
国
府
と
韓
国
は
積
極
的
に
応
じ
た
。
韓
国
の
白
善
燁
駐
華
大
使
と
沈
昌
煥
は
前
年
一
二
月
に
会

談
し
た
際
に
、
ラ
オ
ス
危
機
は
共
産
主
義
拡
大
の
危
険
性
を
孕
ん
で
お
り
、
ア
メ
リ
カ
に
断
固
と
し
た
反
共
的
姿
勢
を
と
ら
せ
る
べ
き

で
あ
る
と
合
意
し
て

(

)

い
た
。
そ
も
そ
も
両
国
は
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
、
東
ア
ジ
ア
反
共
同
盟
構
想
に
最
も
積
極
的
で
あ

(

)

っ
た
。
だ

38

39

が
、
そ
の
他
の
二
ヶ
国
の
反
応
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。
タ
イ
は
慎
重
な
態
度
を
と
り
、
日
程
が
国
王
の
帰
国
や
閲
兵
式
な
ど
と
重
な
る

こ
と
を
理
由
に
会
談
へ
の
不
参
加
を
決
定

(

)

し
た
。
南
ベ
ト
ナ
ム
は
外
相
会
談
の
開
催
が
拙
速
な
こ
と
を
問
題
視
し
、
会
談
の
政
治
的
影

40

響
力
を
高
め
る
た
め
に
日
程
を
延
期
し
て
タ
イ
と
日
本
を
参
加
さ
せ
る
よ
う
主
張

(

)

し
た
。
だ
が
、
国
府
の
働
き
か
け
に
よ
り
、
南
ベ
ト

41

ナ
ム
は
最
終
的
に
は
会
談
へ
の
参
加
を
決
定

(

)

し
た
。

42

対
照
的
に
、
国
府
は
外
相
会
談
の
開
催
を
、
動
揺
し
て
い
る
自
身
の
国
際
的
地
位
を
強
化
す
る
好
機
と
捉
え
た
。
沈
昌
煥
は
外
相
会

談
を
、
﹁
ア
ジ
ア
各
反
共
国
家
と
実
質
的
に
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
、
団
結
と
互
助
を
更
に
一
歩
進
め
、
そ
の
他
の
国
家
の
立
場
に
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影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
﹂、﹁
近
年
得
が
た
い
機
会
﹂
と
捉

(

)

え
た
。
葉
公
超
も
同
様
の
評
価
を
し
て

(

)

い
た
。

43

44

蔣
介
石
も
外
相
会
談
の
開
催
を
歓
迎
し
、
即
座
に
沈
昌
煥
の
外
相
会
談
参
加
を
承
認
す
る
と
と
も
に
、
一
月
一
二
日
の
中
常
会
に
お

い
て
自
ら
外
相
会
談
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
内
容
に
つ
い
て
指
示

(

)

し
た
。
こ
の
指
示
に
は
外
相
会
談
に
お
け
る
国
府
の
政

45

策
目
標
が
表
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
共
産
主
義
化
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
ラ
オ
ス
の
情
勢
は
ア
ジ
ア
全
体
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
し
か

し
、
英
仏
の
ア
ジ
ア
に
対
す
る
無
関
心
さ
に
よ
り
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
が
機
能
し
な
い
た
め
、
ア
メ
リ
カ
は
ラ
オ
ス
に
お
い
て
共
産
主
義
勢
力

に
対
抗
す
る
断
固
と
し
た
措
置
を
採
用
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、﹁
い
か
な
る
地
域
的
防
衛
組
織
も
全
て
そ
の
地
域
内
で
直
接
の
利

害
関
係
を
持
っ
て
い
る
国
家
が
参
加
す
べ
き
﹂
で
あ
り
、﹁
ア
メ
リ
カ
が
ア
ジ
ア
の
反
共
体
系
の
強
化
を
図
り
、
ア
ジ
ア
自
身
の
力
量

を
支
え
、
兵
器
工
場
と
し
て
後
方
支
援
を
し
て
こ
そ
、
共
匪
の
発
展
を
有
効
に
阻
止
で
き
る
﹂
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ラ
オ
ス
危
機
に

対
処
す
る
た
め
に
は
、
英
仏
を
排
除
し
た
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
み
で
構
成
さ
れ
る
集
団
安
全
保
障
組
織
を
設
立
し
、
ア
メ
リ
カ
の
支
援
に

よ
り
東
ア
ジ
ア
諸
国
自
身
が
共
産
主
義
に
対
抗
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
蔣
介
石
も
即
座
に
集
団
安
全
保
障

組
織
を
創
設
で
き
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
ま
ず
東
ア
ジ
ア
諸
国
間
で
の
共
産
主
義
に
関
す
る
情
報
交
換
の
強
化
を
行
う
べ
き
で
あ
る

と
判
断
し
て

(

)

い
た
。

46

韓
国
か
ら
の
通
知
で
外
相
会
談
の
開
催
を
知
っ
た
ア
メ
リ
カ
は
、
外
相
会
談
開
催
を
支
持
し
つ
つ
も
、
ラ
オ
ス
危
機
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｔ
Ｏ
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
国
々
の
立
場
と
大
き
く
異
な
る
声
明
が
出
さ
れ
れ
ば
﹁
不
幸
な
こ
と
﹂
で
あ
る
と
、
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を

批
判
し
な
い
よ
う
韓
国
に
対
し
て
要
請

(

)

し
た
。
こ
の
意
向
は
、
駐
華
大
使
館
参
事
の
イ
ェ
ガ
ー
︵
Josep
h
A
.Y
ag
er︶
を
通
じ
て
国
府

47

に
も
伝
え
ら

(

)

れ
た
。
ま
た
、
葉
公
超
も
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
支
持
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
に
盛
り
込
む
べ
き
と
提
言

(

)

し
た
。

48

49

だ
が
、
蔣
介
石
の
指
示
は
ア
メ
リ
カ
の
要
望
に
反
し
、
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
無
力
を
批
判
し
ア
ジ
ア
の
集
団
安
全
保
障
組
織
か
ら
の
英
仏

の
退
出
を
求
め
て
い
た
。
蔣
介
石
は
ラ
オ
ス
情
勢
と
集
団
安
全
保
障
組
織
創
設
と
い
う
自
身
の
関
心
事
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
が
自
身

の
望
む
以
上
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
上
記
の
ほ
か
に
四
ヶ
国
一
致
で
中
国
国
連
加
盟
に
反
対
す
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る
こ
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
に
盛
り
込
む
よ
う
指
示
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
中
国
国
連
加
盟
を
容
認
し
な
い
よ
う
ア
メ
リ
カ
に
圧
力
を
加
え

る
こ
と
が
狙
い
で
あ
っ
た
。
蔣
介
石
は
四
ヶ
国
外
相
会
談
を
利
用
し
、
東
ア
ジ
ア
反
共
国
家
間
の
協
力
を
増
進
さ
せ
る
と
と
も
に
、
ア

メ
リ
カ
の
対
外
政
策
を
国
府
に
有
利
な
方
向
に
導
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

�

東
ア
ジ
ア
反
共
四
ヶ
国
外
相
会
談
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
発
表

四
ヶ
国
外
相
会
談
は
一
月
一
八
日
と
一
九
日
の
二
日
間
、
ケ
ソ
ン
市
で
開
か
れ
た
。
一
八
日
午
前
の
最
初
の
会
談
で
は
、
各
国
外
相

が
意
見
表
明
を
行
っ
た
。
韓
国
の
鄭
一
亨
外
相
、
セ
ラ
ノ
お
よ
び
南
ベ
ト
ナ
ム
外
相
の
ブ
・
バ
ン
・
マ
ウ
︵
V
u
V
an
M
au
︶
は
、
そ

れ
ぞ
れ
簡
単
に
ラ
オ
ス
情
勢
と
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
無
力
に
対
す
る
懸
念
を
表
明
し
た
。
こ
れ
ら
三
ヶ
国
は
十
分
な
準
備
を
し
て
外
相
会
談

に
臨
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
沈
昌
煥
は
長
時
間
に
わ
た
る
演
説
を
行
い
、
九
項
目
の
提
案
を
行
っ
た
。
第
一
か
ら
第
三
の
提
案
は
会
議
参
加
国
の

目
標
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
各
国
の
防
衛
力
の
増
強
と
共
産
主
義
勢
力
の
軍
事
動
向
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
と
防
衛
計
画
の
協

議
、
第
二
に
経
済
発
展
、
貿
易
お
よ
び
文
化
面
で
の
協
力
と
交
流
の
た
め
の
個
別
ま
た
は
集
団
的
措
置
の
採
用
、
第
三
に
﹁
集
団
安
全

保
障
体
制
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
と
の
間
の
二
国
間
条
約
に
引
き
続
き
十
分
に
参
与
す
る
た
め
の
取
り
計
ら
い
﹂
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
東
ア

ジ
ア
諸
国
が
経
済
、
文
化
お
よ
び
安
全
保
障
の
各
方
面
に
お
い
て
協
力
と
交
流
を
深
め
、
さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
体
制
を
よ
り

強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
同
し
て
共
産
主
義
勢
力
に
対
抗
す
る
こ
と
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
第
九
項
目
に
お
い
て
外

相
会
談
の
今
後
の
継
続
と
他
国
の
参
加
の
模
索
を
提
案
し
、
多
国
間
の
協
力
枠
組
み
の
制
度
化
と
拡
大
も
狙
っ
て
い
た
。

第
四
か
ら
第
八
の
提
案
は
、
他
の
自
由
主
義
諸
国
へ
の
要
請
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
立
主
義
の
否
定
、
ソ
連
の
拒
否
権
濫
用
に
よ

る
韓
国
と
南
ベ
ト
ナ
ム
の
国
連
加
盟
阻
止
の
糾
弾
、
中
国
の
国
連
加
盟
の
不
承
認
、
共
産
主
義
勢
力
へ
の
領
土
譲
歩
の
拒
否
、
ラ
オ
ス

に
対
す
る
共
産
主
義
勢
力
の
干
渉
の
拒
絶
で
あ
る
。
国
府
は
ラ
オ
ス
問
題
に
限
ら
ず
、
全
般
的
に
共
産
主
義
に
対
抗
す
る
姿
勢
を
他
の
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自
由
主
義
諸
国
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

各
国
の
外
相
の
演
説
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
国
府
以
外
の
参
加
国
は
会
談
に
国
府
ほ
ど
の
期
待
を
寄
せ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
一
八
日
午
後
の
会
議
で
は
、
国
府
が
提
案
し
た
東
ア
ジ
ア
反
共
諸
国
間
の
協
力
増
進
と
自
由
主
義
諸
国
の
共
産

主
義
へ
の
対
抗
姿
勢
の
確
認
は
議
論
の
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
四
ヶ
国
が
同
意
で
き
た
の
は
、
ラ
オ
ス
情
勢
に
つ
い
て
、﹁
個
別

ま
た
は
合
同
で
ア
メ
リ
カ
に
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
の
ラ
オ
ス
﹇
の
ノ
サ
ヴ
ァ
ン
派
﹈
へ
の
支
持
を
強
化
し
、
さ
ら
に
四

ヶ
国
が
ラ
オ
ス
情
勢
に
つ
い
て
の
声
明
を
発
表
し
て
自
由
主
義
諸
国
の
支
援
を
獲
得
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
﹂
こ
と
だ
け
で
あ

(

)

っ
た
。

50

翌
日
の
議
論
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
発
表
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が
対
立
し
た
。
沈
昌
煥
と
鄭
一
亨
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
発
表
を
求
め
た
の
に

対
し
て
、
明
確
な
反
共
姿
勢
を
示
す
こ
と
を
嫌
う
ブ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
発
表
に
反
対
し
た
。
そ
こ
で
、
議
長
の
セ
ラ
ノ
が
﹁
ラ
オ
ス
政
府

と
人
民
が
独
立
と
自
由
を
守
る
闘
争
を
支
持
す
る
﹂
と
い
う
原
則
的
意
見
の
み
を
述
べ
る
と
い
う
折
衷
案
を
提
示
し
、
各
国
の
同
意
を

取
り
付

(

)

け
た
。

51

沈
昌
煥
も
譲
歩
し
﹁
簡
潔
で
中
身
の
な
い
﹂
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
発
表
に
同
意
し
た
が
、
そ
の
代
価
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
修
正
を
要
求

し
、
自
由
主
義
諸
国
の
領
土
の
分
割
を
二
度
と
受
け
入
れ
な
い
こ
と
と
、﹁
共
匪
が
国
連
に
加
盟
す
る
こ
と
に
決
然
と
反
対
し
、
韓

国
・
ベ
ト
ナ
ム
﹇
南
ベ
ト
ナ
ム
﹈
が
国
連
に
参
加
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
﹂
こ
と
を
加
え
る
よ
う
求
め
た
。
タ
イ
、
マ
ラ
ヤ
連
邦
や
パ

キ
ス
タ
ン
等
の
明
確
に
反
共
主
義
を
謳
う
こ
と
を
嫌
う
国
々
と
の
外
相
会
談
を
控
え
て
い
た
セ
ラ
ノ
は
穏
便
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
を
望
ん
で

い
た
た
め
、
沈
昌
煥
の
修
正
要
求
に
反
対
し
た
。
し
か
し
、
自
国
の
国
連
加
盟
を
望
む
鄭
一
亨
と
ブ
が
沈
昌
煥
に
賛
成
し
、
会
議
で
孤

立
し
た
セ
ラ
ノ
は
修
正
要
求
を
受
け
入
れ
た
。
こ
う
し
て
沈
昌
煥
は
、
中
国
国
連
加
盟
反
対
の
文
言
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
に
盛
り
込
む
こ
と

に
成
功

(

)

し
た
。
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
は
一
九
日
の
午
後
六
時
に
発
表
さ
れ
た
。

52

沈
昌
煥
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
に
ラ
オ
ス
情
勢
へ
の
懸
念
と
中
国
の
国
連
加
盟
反
対
を
言
及
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
東
ア
ジ
ア

反
共
諸
国
間
の
協
力
増
進
に
つ
い
て
は
議
論
さ
え
も
で
き
な
か
っ
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
南
ベ
ト
ナ
ム
が
明
確
な
反
共
姿
勢
を
打
ち
出
す
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こ
と
に
否
定
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
外
相
会
談
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
発
表
は
ア
メ
リ
カ
の
政
府
や
世
論
の
関
心
を
引
か
な
か

っ
た
。
皮
肉
に
も
、
ケ
ネ
デ
ィ
の
大
統
領
就
任
を
注
視
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
報
道
機
関
は
、
新
政
権
発
足
直
前
に
行
わ
れ
た
外
相
会

談
に
は
着
目
し
て
い
な
か
っ
た
の
で

(

)

あ
る
。
国
府
が
周
到
に
準
備
し
て
臨
ん
だ
四
ヶ
国
外
相
会
談
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
影
響
力
と
意
義

53

は
極
め
て
小
さ
か
っ
た
。

�

沈
昌
煥
の
訪
韓

外
相
会
談
よ
り
約
一
ヶ
月
を
経
て
、
沈
昌
煥
は
鄭
一
亨
の
求
め
に
応
じ
て
二
月
二
七
日
か
ら
三
月
三
日
ま
で
韓
国
を
訪
問
し
、
張
勉

総
理
ら
と
会
談
し
た
。

国
府
と
韓
国
は
と
も
に
反
共
主
義
と
祖
国
統
一
を
国
是
に
掲
げ
、
政
治
指
導
者
間
の
連
携
を
強
化
し
て
い
た
。
し
か
し
、
両
国
は
一

九
五
〇
年
代
に
は
軍
事
同
盟
ど
こ
ろ
か
貿
易
協
定
や
友
好
条
約
す
ら
結
ん
で
お
ら
ず
、
わ
ず
か
に
航
空
協
定
を
締
結
し
た
の
み
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
韓
国
が
華
僑
・
華
人
が
﹁
民
族
資
本
﹂
の
発
展
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
警
戒
心
を
抱
き
、
そ
の
出
入
国
を
規
制
し
て
い
た

た
め
で

(

)

あ
る
。
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
の
反
共
同
盟
構
想
に
お
い
て
も
、
日
本
の
参
加
を
求
め
る
国
府
と
反
日
を
外
交
基
調
と
す
る
韓
国
は

54

足
並
み
を
揃
え
ら
れ
な
い
で

(

)

い
た
。

55

し
か
し
、
李
承
晩
政
権
を
打
倒
し
た
一
九
六
〇
年
四
月
の
﹁
四
・
一
九
学
生
革
命
﹂
後
に
発
足
し
た
張
勉
内
閣
は
、
韓
国
が
十
分
な

国
際
的
支
持
を
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
認
識
し
、
そ
れ
ま
で
の
﹁
孤
立
外
交
﹂
政
策
を
転
換
し
て
多
元
的
外
交
の
推
進
の
方
針
を
打

ち
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
韓
国
は
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
新
興
諸
国
と
の
関
係
強
化
の
み
な
ら
ず
、
日
本
と
の
関
係
正
常
化
も
模
索

し
始
め
、
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
を
再
開

(

)

し
た
。

56

張
勉
政
権
が
対
日
関
係
改
善
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
こ
と
で
、
国
府
は
日
本
を
含
め
た
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
反
共
同
盟
結
成
の
可
能
性

を
見
出
し
、
こ
れ
を
歓
迎
し
た
。
一
方
、
鄭
一
亨
も
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
、
経
済
・
文
化
交
流
に
よ
る
韓
国
、
国
府
、
日
本
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お
よ
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
間
の
反
共
協
力
の
促
進
と
地
域
機
構
の
設
立
を
呼
び
か

(

)

け
た
。
こ
れ
は
、
東
ア
ジ
ア
の
反
共
協
力
の
枠
内
に
日
本

57

を
含
め
る
こ
と
で
韓
国
と
国
府
の
意
見
が
一
致
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
韓
国
で
の
政
権
交
代
に
よ
り
国
府
が
東
ア
ジ
ア
反
共
諸

国
の
結
束
へ
の
期
待
を
高
め
て
い
た
時
期
に
、
沈
昌
煥
は
訪
韓
し
た
の
で
あ
る
。

張
勉
政
権
が
沈
昌
煥
の
訪
韓
を
要
請
し
た
の
は
以
下
の
目
的
に
よ
る
。
第
一
に
、
国
際
的
孤
立
を
脱
却
し
、
政
権
の
威
信
を
高
め
る

こ
と
で
あ
る
。
張
勉
政
権
の
日
韓
国
交
関
係
正
常
化
の
志
向
は
、
韓
国
の
反
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
し
て
政
権
の
基
盤
を
弱
体
化

さ
せ
る
可
能
性
が
あ

(

)

っ
た
。
ま
た
北
朝
鮮
へ
の
平
和
的
接
近
も
図
っ
た
が
、
こ
れ
も
国
内
の
平
和
統
一
運
動
を
助
長
し
、
政
権
の
基
盤

58

を
弱
め
て

(

)

い
た
。
そ
こ
で
、
国
際
的
孤
立
か
ら
の
脱
却
を
図
る
先
鞭
と
し
て
、
同
じ
東
ア
ジ
ア
の
反
共
主
義
国
で
あ
る
国
府
へ
の
接
近

59

を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
張
勉
は
沈
昌
煥
に
対
し
て
、
国
府
と
の
関
係
強
化
が
国
際
的
な
韓
国
支
持
を
も
た
ら
す
こ
と
へ
の
期
待
を
表
し

た
。
ま
た
、
韓
国
よ
り
経
済
的
発
展
を
遂
げ
て
い
る
国
府
と
の
経
済
協
力
も
期
待
し
て

(

)

い
た
。

60

第
二
に
、
国
府
に
日
韓
関
係
正
常
化
の
仲
介
役
を
担
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
張
勉
政
権
は
度
々
国
府
に
日
韓
関
係
の
仲
介
を
要
請
し

て

(

)

い
た
。
張
勉
は
、
韓
国
国
内
の
日
韓
交
渉
に
対
す
る
根
強
い
反
対
論
に
言
及
し
、
訪
韓
後
日
本
を
訪
問
す
る
沈
昌
煥
が
﹁
日
本
に
韓

61

国
人
民
の
情
緒
を
考
慮
し
、
友
好
的
な
態
度
に
転
換
す
る
よ
う
督
促
す
る
こ
と
で
、
順
調
に
会
談
を
進
め
日
韓
の
友
好
関
係
を
打
ち
立

て
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
﹂
と
述

(

)

べ
た
。

62

第
三
に
、
国
連
中
国
代
表
権
問
題
で
の
﹁
二
つ
の
中
国
論
﹂
へ
の
反
対
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
国
連
加
盟
は
、
国
府
と

同
じ
く
西
側
分
裂
国
家
に
属
す
る
韓
国
に
と
っ
て
も
望
ま
し
く
な
か
っ
た
。
張
勉
は
、
ア
メ
リ
カ
や
そ
の
他
の
友
好
国
が
国
府
と
協
力

し
て
中
国
の
国
連
加
盟
に
反
対
す
る
よ
う
提
起
し
て

(

)

い
た
。

63

ア
メ
リ
カ
駐
韓
大
使
の
マ
コ
ノ
ギ
ー
︵
W
alter
P
.M
cC
on
au
g
h
y
︶
は
、
沈
昌
煥
の
訪
韓
は
時
宜
に
適
っ
て
お
り
、
韓
国
政
府
の
威

信
と
声
望
を
高
め
る
の
に
資
し
た
と
評
価

(

)

し
た
。
だ
が
、
国
府
が
求
め
て
い
た
友
好
条
約
の
締
結
に
は
華
人
・
華
僑
資
本
に
対
す
る
警

64

戒
の
強
い
韓
国
側
が
応
じ
な
か
っ
た
た
め
、
沈
昌
煥
の
訪
韓
に
よ
る
具
体
的
成
果
は
貿
易
協
定
の
調
印
の
み
で
あ

(

)

っ
た
。
国
府
は
最
も

65
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立
場
の
近
い
韓
国
と
の
間
で
も
友
好
条
約
す
ら
締
結
で
き
ず
、
単
独
で
東
ア
ジ
ア
の
集
団
的
安
全
保
障
組
織
創
設
を
目
指
さ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

︵

︶
﹁
ラ
オ
ス
問
題
﹂
日
本
国
際
問
題
研
究
所
﹃
国
際
年
報

一
九
六
〇
﹄
日
本
国
際
研
究
所
、
一
九
六
三
年
。
寺
地
功
次
﹁
ラ
オ
ス
危
機
と
米
英
の
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
事

36
介
入
計
画
﹂
﹃
国
際
政
治
﹄
第
一
三
〇
号
︵
二
〇
〇
二
年
五
月
︶、
三
四
頁
。

︵

︶

沈
昌
煥
﹃
参
加
中
韓
菲
越
四
国
外
長
会
談
報
告
書
﹄、
日
期
不
明
、
外
交
部
档
案
、
四
国
外
長
会
議
、
档
号

013.2/002、
近
史
所
档
案
館
蔵
。

37
︵

︶
﹁
沈
部
長
約
見
韓
国
白
善
燁
大
使
談
話
記
録
﹂、
一
九
六
〇
︵
民
国
四
九
︶
年
一
二
月
一
七
日
、
外
交
部
档
案
、
沈
部
長
訪
韓
日
、
档
号

012.21/0009、
近
史
所
档

38
案
館
蔵
。

︵

︶

一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
国
府
と
韓
国
の
反
共
同
盟
構
想
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
松
田
晴
香
﹁
東
ア
ジ
ア
﹃
前
哨
国
家
﹄
に
よ
る
集
団
安
全
保
障
体
制
構
想

39
と
ア
メ
リ
カ
の
対
応
﹂。
呉
瑞
雲
﹃
戦
後
中
華
民
国
の
反
共
連
合
政
策
﹄。

︵

︶

杭
立
武
致
台
北
外
交
部
七
八
九
号
来
電
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
一
月
一
五
日
、
外
交
部
档
案
、
四
国
外
長
会
議
、
档
号

013.2/0003、
近
史
所
档
案
館
蔵
。

40
︵

︶

袁
子
健
致
外
交
部
部
次
長
九
五
七
号
来
電
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
一
月
一
六
日
、
同
前
。

41
︵

︶

沈
昌
煥
﹃
参
加
中
韓
菲
越
四
国
外
長
会
談
報
告
書
﹄、
日
期
不
明
、
外
交
部
档
案
、
四
国
外
長
会
議
、
档
号

013.2/0002、
近
史
所
档
案
館
蔵
。

42
︵

︶

同
前
。

43
︵

︶

葉
公
超
致
外
交
部
沈
部
長
四
三
一
号
来
電
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
一
月
一
四
日
、
同
前
。

44
︵

︶

沈
昌
煥
﹃
参
加
中
韓
菲
越
四
国
外
長
会
談
報
告
書
﹄。

45
︵

︶

国
民
党
中
央
委
員
会
秘
書
処
致
沈
昌
煥
函
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
一
月
一
八
日
、
外
交
部
档
案
、
四
国
外
長
会
議
、
档
号

013.2/0003、
近
史
所
档
案
館

46
蔵
。

︵

︶

H
erter
to
S
eou
l,Jan
u
ary
6,1961,790.00/1-461,C
on
fid
en
tial
U
.S
.
S
tate
D
epartm
en
t,
C
en
tral
F
iles,
F
ar
E
ast
1
9
6
0
-Jan
u
ary
1
9
6
3
,
In
tern
al

47
A
ffairs
an
d
F
oreign
A
ffairs︵
H
ereafter
cited
as
C
U
S
S
D
,C
en
traL
F
iles,
F
E
,
1
9
6
0
-1
9
6
3
︶.

︵

︶

許
紹
昌
与
葉
格
爾
会
談
記
録
、
日
期
不
明
、
外
交
部
档
案
、
中
韓
菲
越
四
外
長
会
議
、
805/0017、
近
史
所
档
案
館
蔵
。

48
︵

︶

葉
公
超
致
沈
昌
煥
四
三
三
号
来
電
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
一
月
一
四
日
、
同
前
。

49
︵

︶

以
上
の
一
八
日
の
会
談
内
容
は
次
の
資
料
に
基
づ
く
。
沈
昌
煥
致
外
交
部
七
三
二
号
来
電
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
一
月
一
九
日
、
外
交
部
档
案
、
四
国
外
長

50
会
議
、
档
号

013.2/003、
近
史
所
档
案
館
蔵
。
沈
昌
煥
﹃
参
加
中
韓
菲
越
四
国
外
長
会
談
報
告
書
﹄、
日
期
不
明
、
外
交
部
档
案
、
四
国
外
長
会
議
、
档
号

013.2/

0002
、
近
史
所
档
案
館
蔵
。

︵

︶

沈
昌
煥
致
外
交
部
七
三
三
号
来
電
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
一
月
一
九
日
、
外
交
部
档
案
、
四
国
外
長
会
議
、
档
号

013.2/0003、
近
史
所
档
案
館
蔵
。
沈
昌

51
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煥
﹃
参
加
中
韓
菲
越
四
国
外
長
会
談
報
告
書
﹄。

︵

︶

沈
昌
煥
致
外
交
部
七
三
五
号
来
電
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
一
月
二
〇
日
、
外
交
部
档
案
、
四
国
外
長
会
議
、
档
号

013.2/0003、
近
史
所
档
案
館
蔵
。
沈
昌

52
煥
﹃
参
加
中
韓
菲
越
四
国
外
長
会
談
報
告
書
﹄。

︵

︶

葉
公
超
致
外
交
部
部
次
長
四
五
七
号
来
電
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
一
月
三
一
日
、
外
交
部
档
案
、
四
国
外
長
会
議
、
档
号

013.2/0003、
近
史
所
档
案
館

53
蔵
。

︵

︶
﹁
沈
部
長
約
見
韓
国
白
善
燁
大
使
談
話
記
録
﹂、
一
九
六
〇
︵
民
国
四
九
︶
年
一
二
月
一
七
日
、
外
交
部
档
案
、
沈
部
長
訪
韓
日
、
档
号

12.21/0009、
近
史
所
档
案

54
館
蔵
。
王
恩
美
﹃
東
ア
ジ
ア
現
代
史
の
な
か
の
韓
国
華
僑

冷
戦
体
制
と
﹁
祖
国
﹂
意
識
﹄
三
元
社
、
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
五
︱
二
〇
七
頁
。

︵

︶

呉
瑞
雲
﹃
戦
後
中
華
民
国
の
反
共
連
合
政
策
﹄
一
五
-一
八
頁
。

55
︵

︶

森
山
茂
徳
﹃
韓
国
現
代
政
治
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
七
三
-
七
四
頁
。
孔
義
植
﹁
韓
国
の
対
日
外
交
-
李
承
晩
政
権
と
張
勉
政
権
を
中
心
と
し
て
﹂

56﹃
政
経
研
究
﹄︵
日
本
大
学
法
学
会
︶
第
四
一
巻
第
四
号
︵
二
〇
〇
五
年
三
月
︶、
一
七
五
-一
七
七
頁
。

︵

︶

外
交
部
亜
東
司
﹃
関
於
東
亜
区
域
安
全
組
織
之
説
帖
﹄
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
二
月
、
外
交
部
档
案
、
太
平
洋
反
共
組
織
東
北
亜
聯
盟
、
档
号

653/89006
、

57
近
史
所
档
案
館
蔵
。

︵

︶

孔
義
植
﹁
韓
国
の
対
日
外
交
﹂
一
七
七
-一
七
八
頁
。
森
山
茂
徳
﹃
韓
国
現
代
政
治
﹄
七
四
頁
。

58
︵

︶

森
山
茂
徳
﹃
韓
国
現
代
政
治
﹄
七
三
頁
。

59
︵

︶

沈
昌
煥
致
外
交
部
〇
九
六
号
来
電
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
三
月
三
日
、
外
交
部
档
案
、
沈
部
長
訪
韓
日
、
档
号

012.21/0009、
近
史
所
档
案
館
蔵
。
沈
昌

60
煥
呈
陳
誠
函
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
三
月
二
五
日
、
同
前
。
沈
昌
煥
は
三
月
三
日
か
ら
七
日
ま
で
日
本
を
訪
問
し
、
岸
信
介
前
首
相
、
吉
田
茂
元
首
相
、
池
田

勇
人
首
相
、
小
坂
善
太
郎
外
務
大
臣
を
初
め
と
し
た
日
本
の
政
府
・
与
党
の
首
脳
部
と
会
談
し
た
が
、
国
府
側
の
記
録
に
よ
れ
ば
日
本
の
中
国
政
策
に
対
す
る
懸
念
を

伝
え
る
の
み
で
、
日
韓
関
係
の
斡
旋
は
行
っ
て
い
な
い
。
沈
昌
煥
謹
呈
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
三
月
二
五
日
、
外
交
部
档
案
、
沈
部
長
訪
韓
日
、
档
号

012.21/

0009
、
近
史
所
档
案
館
蔵
。

︵

︶

例
え
ば
、
一
九
六
〇
年
九
月
末
に
は
、
国
民
党
中
央
常
務
委
員
の
王
叔
銘
が
白
善
燁
と
日
本
の
井
口
貞
夫
駐
華
大
使
を
宴
会
に
招
い
て
両
国
の
親
睦
を
図
っ
て
い

61
る
。
﹃
王
叔
銘
将
軍
日
記
﹄
二
四
、
一
九
六
〇
︵
民
国
四
九
︶
年
九
月
一
〇
日
、
二
六
日
、
近
史
所
档
案
館
蔵
。

︵

︶

沈
昌
煥
致
外
交
部
〇
九
六
号
来
電
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
三
月
三
日
、
外
交
部
档
案
、
沈
部
長
訪
韓
日
、
档
号

012.21/0009、
近
史
所
档
案
館
蔵
。

62
︵

︶

同
前
。

63
︵

︶

沈
昌
煥
呈
陳
誠
函
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
三
月
二
五
日
、
同
前
。

64
︵

︶

沈
昌
煥
﹁
簽
呈

為
中
韓
外
長
互
訪
事
，
報
請
監
察
由
﹂
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
二
月
一
〇
日
、
同
前
。

65
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三

地
域
的
集
団
安
全
保
障
組
織
創
設
案
の
具
体
化

�

ア
メ
リ
カ
へ
の
地
域
的
集
団
安
全
保
障
組
織
創
設
の
打
診

四
ヶ
国
外
相
会
談
で
合
意
が
な
さ
れ
た
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
ラ
オ
ス
情
勢
に
関
し
て
の
意
見
の
提
出
は
、
各
国
別
に
行
わ
れ
た
。

国
府
で
は
、
二
月
六
日
に
許
紹
昌
外
交
部
次
長
が
イ
ェ
ガ
ー
に
対
し
て
、
ラ
オ
ス
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
と
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
諸
国
が
毅

然
と
し
て
右
派
勢
力
を
支
持
、
支
援
し
、
共
産
主
義
勢
力
と
中
立
主
義
を
助
長
さ
せ
な
い
こ
と
、
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
非
加
盟
国
を
含
む
ア
ジ

ア
諸
国
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を
よ
り
有
効
な
集
団
安
全
保
障
組
織
と
す
る
こ
と
、
ア
ジ
ア
の
同
盟
国
間
で
の
集

団
安
全
保
障
体
制
の
強
化
を
鼓
舞
、
支
持
す
る
こ
と
を
要
望

(

)

し
た
。
国
府
は
、
ラ
オ
ス
情
勢
に
関
す
る
意
見
表
明
の
機
会
に
乗
じ
て
、

66

英
仏
を
排
除
す
る
こ
と
で
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
に
関
す
る
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
影
響
力
を
強
め
、
さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
よ
り
構
成

さ
れ
る
集
団
安
全
保
障
組
織
の
創
設
を
ア
メ
リ
カ
に
督
促
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
中
、
ラ
ス
ク
が
国
連
中
国
代
表
権
問
題
で
の
劣
勢
を
挽
回
す
る
た
め
に
、
国
連
で
の
国
共
双
方
の
議
席
保
有
を
国
府
に
提

案
し
た
。
ラ
ス
ク
の
提
案
は
﹁
一
つ
の
中
国
﹂
を
主
張
す
る
中
国
の
拒
絶
を
予
期
し
て
お
り
、
中
国
の
国
連
加
盟
阻
止
と
国
府
の
国
連

議
席
維
持
を
狙
う
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
提
案
を
提
出
す
る
た
め
に
は
、
国
府
が
﹁
中
国
﹂
唯
一
の
正
統
政
府
で
あ
る
と
い
う

主
張
を
放
棄
し
、
中
国
大
陸
の
共
産
党
政
権
の
存
在
を
認
知
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
府
は
最
優
先
課
題
の
﹁
大
陸
反
攻
﹂

を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
国
府
の
存
在
意
義
の
喪
失
を
意
味
し
た
。
そ
の
た
め
国
府
は
ラ
ス
ク
の
提
案
に
反
発
し
、
ケ
ネ

デ
ィ
政
権
に
不
信
を
募
ら

(

)

せ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
東
ア
ジ
ア
の
反
共
主
義
諸
国
の
結
束
と
集
団
安
全
保
障
組
織
の
構
想
は
、
ア
メ
リ

67

カ
に
よ
る
毅
然
た
る
反
共
主
義
政
策
の
維
持
と
反
共
主
義
国
家
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
確
実
に
す
る
上
で
、
重
要
性
を
高
め
る
こ
と

に
な
っ
た
。

五
月
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
︵
L
y
n
d
on
B
.Joh
n
son
︶
副
大
統
領
が
東
南
ア
ジ
ア
歴
訪
の
中
途
に
訪
台
し
た
。
こ
れ
は
、
国
府
が
ア
メ
リ
カ
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に
対
し
て
集
団
安
全
保
障
組
織
創
設
を
訴
え
る
好
機
で
あ
っ
た
。
蔣
介
石
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
の
会
談
に
お
い
て
、
ラ
オ
ス
危
機
に
対
す

る
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
無
力
さ
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
指
導
力
に
対
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
の
信
頼
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上

で
、
英
仏
を
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
体
制
か
ら
排
除
し
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
同
盟
国
を
纏
め
上
げ
て
﹁
ア
メ
リ
カ
の
統
一
的
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
合
同
組
織
を
設
立
し
、
反
共
連
合
の
執
行
機
構
と
す
る
﹂
こ
と
を
訴
え
た
。
す
な
わ
ち
、
﹁
北
大
西
洋
条
約
機
構

︵
N
orth
A
tlan
tic
T
reaty
O
rg
an
ization
＝

N
A
T
O
︶
に
類
似
し
た
機
構
﹂
を
設
立
し
、
ア
メ
リ
カ
は
海
空
軍
と
兵
站
を
提
供
す
る
こ

と
で
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
陸
軍
を
自
由
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
盟
条
約
の
締
結
や
組
織
設
立
は
即

座
に
実
現
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
当
面
は
﹁
合
同
参
謀
業
務
と
政
治
戦
の
計
画
工
作
﹂
の
み
を
開
始
す
べ
き
で
あ
る
と

(

)

し
た
。

68

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
帰
国
後
提
出
し
た
ケ
ネ
デ
ィ
へ
の
報
告
の
中
で
、﹁
自
身
の
自
由
を
防
衛
す
る
軍
事
力
︵
forces︶
に
加
わ
る
意
思
の

あ
る
太
平
洋
と
ア
ジ
ア
の
自
由
諸
国
の
同
盟
を
我
々
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
強
調
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
同
盟
組
織
は
﹁
明
確
な

指
揮
権
限
を
有
す
る
﹂
も
の
の
、﹁
ア
メ
リ
カ
の
戦
闘
部
隊
の
関
与
は
必
要
な
い
ば
か
り
か
、
望
ま
し
く
な
い
﹂
の
で
あ
っ
た
。
ア
ジ

ア
の
指
導
者
は
ア
メ
リ
カ
軍
部
隊
の
介
入
を
好
ま
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

こ
の
報
告
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
蔣
介
石
の
提
案
に
同
調
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
歴
訪
を

通
じ
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
は
英
仏
に
対
す
る
不
信
が
募
っ
て
お
り
、﹁
英
仏
が
決
定
的
行
動
を
支
持
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
た
め
に
、

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
い
ま
や
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
永
遠
に
回
答
に
は
な
ら
な
い
﹂
こ
と
を
認
識
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
ジ
ョ
ン
ソ

ン
は
、
ラ
オ
ス
問
題
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
談
で
対
処
に
失
敗
す
れ
ば
、﹁
我
々
は
当
該
地
域
に
お
い
て
集
団
安
全
保
障
に
新
た
な

ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
結
論
付
け
た
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
社
会
的
な
安
定
を
目
指
し
た
改
革
を
も
提
言
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
同
盟
組
織
は

﹁
社
会
正
義
、
住
宅
供
給
、
土
地
改
革
な
ど
の
措
置
や
計
画
に
注
意
を
傾
け
る
﹂
も
の
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で

(

)

あ
る
。
国
府
駐

69

米
大
使
の
葉
公
超
も
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
同
じ
意
見
で
あ
っ
た
。
六
月
に
葉
公
超
は
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
で
演
説
し
、
自
由
主
義
諸
国
が
結
束
を
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強
め
る
に
は
﹁
一
つ
の
堅
強
な
反
共
同
盟
を
形
成
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
﹂
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
そ
の
際
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
同
様

に
共
産
主
義
国
の
民
衆
よ
り
も
裕
福
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
各
国
が
政
治
、
社
会
お
よ
び
経
済
状
況
を
改
善
す
る
こ
と
が
共
産
主
義

と
の
闘
争
で
有
効
で
あ
る
と
も
指
摘

(

)

し
た
。

70

ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
好
反
応
を
受
け
て
、
国
府
は
集
団
安
全
保
障
組
織
の
設
立
を
よ
り
積
極
的
に
追
求
し
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ

し
、
蔣
介
石
の
安
全
保
障
の
観
念
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
や
葉
公
超
が
志
向
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
軍
事
に
偏
重
し
て
い
た
。

�

陳
誠
・
ケ
ネ
デ
ィ
会
談

七
月
末
か
ら
八
月
初
旬
に
か
け
て
、
モ
ン
ゴ
ル
国
連
加
盟
問
題
に
関
す
る
意
見
調
整
の
た
め
に
陳
誠
副
総
統
が
訪
米
し
、
ケ
ネ
デ
ィ

と
会
談
し
た
。
蔣
介
石
は
こ
の
機
会
を
利
用
し
、
ケ
ネ
デ
ィ
に
対
し
て
東
ア
ジ
ア
集
団
安
全
保
障
組
織
の
創
設
を
促
す
よ
う
陳
誠
に
指

示
し
た
。

第
一
回
の
会
談
に
お
い
て
陳
誠
が
ケ
ネ
デ
ィ
に
手
交
し
た
蔣
介
石
の
書
簡
に
は
、﹁
ア
メ
リ
カ
と
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
同

盟
国
の
た
め
の
情
報
お
よ
び
軍
事
に
関
す
る
共
同
連
合
︵
p
ool︶
﹂
の
創
設
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
た
。
陳
誠
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

こ
の
﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
は
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を
強
化
す
る
働
き
を
す
る
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
太
平
洋
統
合
軍
司

令
官
︵
C
om
m
an
d
er
in
C
h
ief,P
acific
C
om
m
an
d
=
C
IN
C
P
A
C
︶
の
下
に
付
設
す
る
非
公
式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
組
織
は
、

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
へ
の
浸
透
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
を
包
囲
す
る
と
い
う
共
産
主
義
勢
力
の
戦
略
に
対
抗
す
る
上

で
必
要
だ
と
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
共
産
党
に
勝
る
組
織
を
結
成
す
る
こ
と
で
反
共
主
義
国
家
間
の
結
束
を
強
化
し
、
弱

小
国
へ
の
共
産
党
の
浸
透
を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ア
ジ
ア
に
は
二
国
間
条
約
し
か
な
く
反
共
主
義
国
家
同
士
を
連
携
さ
せ
る

組
織
や
条
約
が
欠
け
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
陳
誠
は
﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
を
心
理
戦
、
転
覆
工
作
や
浸
透
工
作
の
遂
行
に
利
用
す
れ
ば
、
各
地
の
共
産
党
政
権
の
早
期
崩
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壊
を
望
め
る
と
主
張
し
、
工
作
の
主
要
な
対
象
と
し
て
中
国
大
陸
を
挙
げ
た
。
陳
誠
に
よ
れ
ば
、
中
国
大
陸
で
は
主
な
反
共
組
織
と
し

て
﹁
反
共
自
救
組
織
﹂
と
国
民
党
の
二
つ
が
存
在
し
て
お
り
、
五
〇
〇
万
人
の
大
陸
残
存
の
国
民
党
員
の
う
ち
五
万
人
が
国
府
と
連
絡

を
保
っ
て
い
る
た
め
、
転
覆
工
作
の
成
功
可
能
性
は
高
い
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
の
提
案
は
﹁
大
陸
反
攻
﹂
の

達
成
を
も
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ケ
ネ
デ
ィ
は
ピ
ッ
グ
ス
湾
事
件
を
例
に
挙
げ
て
事
前
の
情
報
収
集
の
必
要
性
を
強
調
し
、
中
国
大
陸
で
の
転
覆
工
作

を
承
認
し
な
か
っ
た
が
、﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
の
設
立
に
つ
い
て
は
賛
否
を
明
ら
か
に
し
な
か

(

)

っ
た
。

71

﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
の
提
案
に
対
し
て
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
好
意
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
務
省
極
東
担
当
国
務
次
官
補
の
マ
コ
ノ

ギ
ー
は
、
そ
の
創
設
の
必
要
性
を
否
定
す
る
意
見
を
ラ
ス
ク
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
提
出
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
台
湾
防
衛
司
令
部

︵
T
aiw
an
D
efen
se
C
om
m
an
d
=
T
D
C
︶
や
Ｃ
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ａ
Ｃ
な
ど
の
﹁
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
以
外
の
極
東
で
の
既
存
の
軍
事
設
備
や
連
絡
方

式
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
我
々
の
同
盟
国
と
各
国
別
に
連
絡
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
﹂
上
に
、
﹁
ア
メ
リ
カ
が
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
並
立
す

る
か
こ
れ
を
支
援
す
る
多
国
間
組
織
の
創
設
を
考
慮
し
て
い
る
気
配
が
あ
れ
ば
、
政
治
的
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す
﹂
か
ら
で
あ

(

)

っ
た
。

72

﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
の
提
案
に
対
し
て
、
国
務
省
は
当
初
か
ら
否
定
的
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
陳
誠
に
随
行
し
た
副
参
謀
総
長
の
頼
名
湯
は
、
軍
事
援
助
物
資
に
関
す
る
折
衝
を
重
ね
る
中
で
、
ア
メ
リ
カ
軍
部
に
対

し
て
﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
の
創
設
も
働
き
か
け
て
い
た
。
マ
ク
ナ
マ
ラ
︵
R
ob
ert
S
.M
cN
am
ara︶
国
防
長
官
と
の
会
談
に
お
い
て
、

頼
名
湯
は
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
と
は
別
個
に
﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
を
設
立
す
る
こ
と
と
、
国
府
軍
の
装
備
充
実
を
要
請
し
た
。
こ
れ
は
、
米
華

が
中
国
大
陸
や
東
南
ア
ジ
ア
の
情
勢
に
軍
事
的
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
シ
ュ
テ
ー
ル
︵
E
lv
is
J.S
tah
r

Jr.︶
陸
軍
長
官
や
デ
ッ
カ
ー
︵
G
eorg
e
D
eck
er︶
陸
軍
参
謀
総
長
に
対
し
て
も
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
国
府
軍
兵
力
と
ア
メ
リ
カ
装

備
に
よ
り
陸
軍
部
隊
を
創
設
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
国
府
の
﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
設
立
計
画
は
中
国
へ
の
転
覆
工
作
の
強
化
に
加
え

て
、
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
軍
事
的
介
入
も
目
的
に
含
ん
で
い
た
。
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こ
れ
は
蔣
介
石
が
、
折
か
ら
準
備
を
本
格
化
さ
せ
て
い
た
﹁
大
陸
反
攻
﹂
の
達
成
に
は
、
国
府
が
東
南
ア
ジ
ア
に
関
与
し
て
現
地
の

紛
争
を
国
共
内
戦
に
連
関
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
初
頭
の
餓
死
者
二
〇
〇
〇
万
人
以
上
を

出
し
た
中
国
で
の
﹁
大
躍
進
﹂
運
動
の
失
敗
と
そ
の
後
の
経
済
混
乱
、
そ
れ
に
中
ソ
対
立
の
深
刻
化
は
、
国
府
に
と
り
﹁
大
陸
反
攻
﹂

達
成
の
好
機
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
蔣
介
石
は
、
一
九
六
一
年
四
月
に
国
防
部
に
対
し
て
﹁
国
光
作
業
室
︵
大
陸
作
戦
中
心
︶
﹂
を
設
置

し
、
短
期
的
将
来
の
発
動
を
前
提
と
し
た
単
独
反
攻
作
戦
計
画
を
策
定
し
戦
力
を
増
強
す
る
よ
う
命
じ
、
本
格
的
な
反
攻
作
戦
発
動
の

準
備
を
始
め
て

(

)

い
た
。

73

東
南
ア
ジ
ア
で
の
紛
争
は
反
攻
作
戦
発
動
の
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
七
月
時
点
に
お
い
て
蔣
介
石
は
、
社
会
主
義
陣
営
で
は

北
朝
鮮
が
ソ
連
お
よ
び
中
国
と
同
盟
を
結
び
結
束
を
固
め
た
の
に
対
し
て
、
韓
国
、
ラ
オ
ス
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
情
勢
は
不
安
定
で
あ
る

た
め
、
東
南
ア
ジ
ア
で
三
ヶ
月
以
内
に
東
西
間
の
軍
事
衝
突
が
生
じ
る
と
予
測
し
て

(

)

い
た
。
そ
の
一
方
で
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
毛
沢
東

74

を
敵
視
し
て
い
る
た
め
、
国
府
軍
が
中
国
大
陸
に
上
陸
し
て
も
、
黄
河
を
渡
河
し
な
け
れ
ば
ソ
連
は
中
国
を
支
援
し
な
い
と
判
断

(

)

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
府
が
近
い
将
来
に
発
生
す
る
東
西
間
の
軍
事
衝
突
に
乗
じ
て
中
国
大
陸
に
軍
事
反
攻
し
て
も
、
ソ
連
は
国
共

75
内
戦
に
介
入
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
東
西
間
の
軍
事
衝
突
が
最
も
生
じ
や
す
い
地
域
こ
そ
が
、
東
南
ア
ジ
ア
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

蔣
介
石
は
東
南
ア
ジ
ア
の
紛
争
を
国
共
内
戦
に
連
関
さ
せ
る
こ
と
で
、﹁
大
陸
反
攻
﹂
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
﹁
大
陸
反
攻
﹂
達
成
を
も
目
的
と
し
て
提
出
さ
れ
た
﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
設
立
構
想
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
関
心
を
示

し
た
の
は
テ
イ
ラ
ー
︵
M
ax
w
ellD
.T
ay
lor︶
大
統
領
軍
事
特
別
顧
問
だ
け
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
軍
部
で
も
﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂

設
立
に
関
心
を
抱
く
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
の
で

(

)

あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
国
府
は
﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
設
置
に
固
執
し
、

76

書
面
で
再
度
ア
メ
リ
カ
に
具
体
的
計
画
を
提
出
し
た
。

︵

︶

沈
昌
煥
呈
陳
誠
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
二
月
？
、
外
交
部
档
案
、
四
国
外
長
会
議
、
档
号

013.2/0001、
近
史
所
档
案
館
蔵
。

66
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︵

︶

石
川
誠
人
﹁
信
頼
性
の
危
機
と
維
持
︱
一
九
六
一
年
中
国
国
連
代
表
権
問
題
を
め
ぐ
る
米
華
関
係
﹂﹃
中
国
研
究
月
報
﹄
第
六
一
巻
第
一
二
号
︵
通
号
第
七
一
八
号
、

67
二
〇
〇
七
年
一
二
月
︶、
二
二
-二
四
頁
。

︵

︶

T
aip
eito
H
on
g
K
on
g
,M
ay
15,1961,F
R
U
S
,
1
9
6
1
-1
9
6
3
,
vol.2
2
,p
p
.58-62;﹁
総
統
与
詹
森
副
総
統
談
話
記
録
﹂
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
五
月
一
四

68
日
、
外
交
部
档
案
、
中
美
両
国
有
関
重
要
文
件
、
档
号

805/0008、
近
史
所
档
案
館
蔵
。

︵

︶

以
上
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
報
告
書
は
以
下
の
文
書
に
よ
る
。
Joh
n
son
to
K
en
n
ed
y
,M
ay
23,1961,790.5-2361,C
U
S
S
D
,
F
E
,
1
9
6
0
-1
9
6
3
.

69
︵

︶
﹁
葉
公
超
大
使
在
美
演
説

敦
促
自
由
世
界
国
家
組
成
堅
強
反
共
聯
盟
﹂﹃
中
央
日
報
﹄
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
六
月
九
日
。

70
︵

︶
﹁
訪
美
時
与
美
方
第
一
次
会
談
記
録
﹂、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
七
月
三
一
日
、
石
叟
叢
書
、
続
編
、
訪
美
専
輯
。
M
em
oran
d
u
m
of
C
on
v
ersation
b
e-

71
tw
een
K
en
n
ed
y
an
d
C
h
’en
C
h
’en
g
,et
al.,Ju
ly
31,1961,F
R
U
S
,
1
9
6
1
-1
9
6
3
,
vol.
2
2
/2
4
,
S
u
p.,n
o.22.

︵

︶

M
cC
on
au
g
h
y
to
R
u
sk
th
rou
g
h
Joh
n
son
,Ju
ly
31,1961,790.5/7-3161,C
U
S
S
D
,
C
en
tral
F
iles,
F
E
,
1
9
6
0
-1
9
6
3
.

72
︵

︶

国
防
部
史
政
編
訳
局
編
﹃
国
民
革
命
建
軍
史

第
四
部
：
復
興
基
地
整
軍
備
戦
︵
三
︶﹄
台
北
、
国
防
部
史
政
編
訳
局
、
一
九
八
七
年
、
一
七
八
六
頁
。

73
︵

︶

七
月
に
北
朝
鮮
は
、
ソ
連
お
よ
び
中
国
と
そ
れ
ぞ
れ
﹁
友
好
協
力
相
互
援
助
条
約
﹂
を
締
結
し
た
。
ま
た
、
韓
国
で
は
五
月
に
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
が
発
生
し
、
張
勉

74
内
閣
が
倒
さ
れ
た
。

︵

︶

彭
大
年
編
﹃
塵
封
的
作
戦
計
画

国
光
計
画
︱
口
述
歴
史
﹄
台
北
、
国
防
部
史
政
編
訳
室
、
二
〇
〇
五
年
、
一
九
二
頁
。

75
︵

︶
﹁
頼
名
湯
報
告
有
関
軍
事
方
面
洽
談
情
形
﹂、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
八
月
一
一
日
、
石
叟
叢
書
、
続
編
、
訪
美
専
輯
。

76

四

﹁
太
平
案
﹂
の
提
出
と
そ
の
不
採
用
の
決
定

�

﹁
太
平
案
﹂
の
提
出

陳
誠
が
ケ
ネ
デ
ィ
と
の
会
談
で
言
及
し
た
﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
は
具
体
的
な
計
画
を
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
第
三
回
目
の
会

談
で
、
陳
誠
は
国
府
が
作
成
し
た
計
画
を
英
訳
し
、
後
日
ア
メ
リ
カ
側
に
提
出
す
る
こ
と
を
約
束

(

)

し
た
。
そ
の
計
画
は
、﹁
西
太
平
洋

77

集
団
安
全
保
障
組
織
設
立
の
草
稿
の
大
綱
︵
A
n
O
u
tlin
e
P
rop
osalfor
a
C
ollectiv
e
S
ecu
rity
O
rg
an
ization
of
th
e
A
n
ti-C
om
m
u
n
ist

C
ou
n
tries
in
th
e
W
estern
P
acific
A
sia︶
﹂
と
し
て
、
八
月
一
五
日
に
葉
公
超
か
ら
ラ
ス
ク
に
提
出
さ
れ
た
。
計
画
の
暗
号
名
は
﹁
太

平
案
︵
T
aip
in
g
P
rop
osal︶
﹂
と
さ

(

)

れ
た
。

78

﹁
太
平
案
﹂
提
出
の
目
的
は
、﹁
ア
メ
リ
カ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
自
由
ア
ジ
ア
諸
国
が
目
的
と
行
動
に
お
け
る
よ
り
強
力
な
団
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結
﹂
を
発
揮
し
て
共
産
主
義
の
挑
戦
に
対
抗
す
る
た
め
、﹁
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
様
式
に
倣
っ
た
西
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
強
力
な
集
団
安
全

保
障
組
織
を
設
立
す
る
﹂
こ
と
を
、
ア
メ
リ
カ
が
研
究
す
る
の
に
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
組
織
と
し
て
は
、
軍
事
、
政
治
お
よ
び
心
理
戦
の
三
種
類
が
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
の
内
、
最
も
詳
述
さ
れ
た
の
は
軍
事
で
あ

る
。
軍
事
組
織
は
、
国
府
が
一
個
軍
団
と
陸
戦
隊
一
個
師
団
ま
た
は
一
個
旅
団
、
韓
国
が
一
個
軍
団
、
タ
イ
が
一
個
連
隊
、
南
ベ
ト
ナ

ム
が
一
個
師
団
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
一
個
連
隊
を
そ
れ
ぞ
れ
提
供
し
て
地
上
部
隊
を
創
設
す
る
と
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
部
隊
は
平

時
に
は
各
国
内
に
駐
留
し
、
有
事
の
際
に
通
知
後
四
八
～
七
二
時
間
以
内
に
移
動
を
開
始
し
、
任
務
を
執
行
す
る
。
一
方
ア
メ
リ
カ
の

役
割
は
、
区
域
内
の
一
部
の
海
空
軍
を
本
組
織
の
海
空
軍
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
、
兵
站
を
供
給
す
る
こ
と
、
合
同
訓
練
を
通
じ
て
ア

ジ
ア
各
国
の
海
空
軍
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
部
隊
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
合
同
軍
の
指
揮
は
、
ア
メ
リ
カ
士
官

を
長
と
す
る
﹁
合
同
司
令
部
﹂
と
﹁
合
同
参
謀
委
員
会
﹂
を
即
刻
設
立
し
て
、
こ
れ
に
担
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

政
治
組
織
は
、
ア
メ
リ
カ
の
指
揮
下
に
お
い
て
各
国
の
人
員
が
現
有
の
政
治
組
織
と
連
携
し
、
ア
ジ
ア
共
産
主
義
国
家
に
関
す
る
情

報
の
交
換
と
蓄
積
、
共
産
主
義
国
家
へ
の
共
同
で
の
浸
透
お
よ
び
転
覆
工
作
の
実
行
、
共
産
主
義
の
浸
透
に
対
抗
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構

築
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
心
理
戦
組
織
は
、
ア
メ
リ
カ
の
主
導
下
で
心
理
戦
の
国
別
組
織
と
統
合
組
織
を
設
立
し
て
広
範
か
つ
多
面
的

な
心
理
戦
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
共
産
主
義
圏
の
内
外
で
宣
伝
活
動
を
始
め
と
す
る
各
心
理
戦
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。

﹁
太
平
案
﹂
に
は
補
足
と
保
留
が
附
帯
し
て
い
た
。
ま
ず
、﹁
太
平
案
﹂
は
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
や
従
来
の
二
国
間
同
盟
の
代
替
組
織
で
は
な

く
、
こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
各
国
の
国
内
調
整
上
の
煩
雑
さ
の
予
想
と
戦
争
準
備
進
行
の
印
象

回
避
の
た
め
、
当
面
は
Ｃ
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
諮
問
機
関
と
し
て
﹁
合
同
参
謀
委
員
会
﹂
の
み
を
設
立
し
、
こ
の
委
員
会
が
各
国
と
の
秘

密
裏
の
協
議
の
た
め
に
組
織
創
設
の
計
画
を
作
成
す
る
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、﹁
太
平
案
﹂
は
本
文
で
は
公
式
的
な
新
た
な
集
団
安
全

保
障
組
織
の
創
設
を
謳
い
つ
つ
も
、
当
面
の
目
標
を
非
公
式
的
な
﹁
合
同
参
謀
委
員
会
﹂
の
設
置
に
限
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
葉
公

超
は
、
こ
の
保
留
は
﹁
太
平
案
﹂
が
国
府
の
集
団
安
全
保
障
構
想
の
初
歩
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
が
﹁
太
平
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案
﹂
の
規
模
が
大
き
す
ぎ
る
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
国
府
は
﹁
合
同
参
謀
委
員
会
﹂
の
設
立
の
考
慮
を
望
む
と
説
明

(

)

し
た
。

79

だ
が
、
実
際
に
は
﹁
太
平
案
﹂
の
保
留
部
分
は
葉
公
超
が
独
断
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
葉
公
超
に
よ
れ
ば
、
蔣
介
石
の
原
則

的
な
指
示
に
沿
っ
て
外
交
部
が
作
成
し
た
﹁
太
平
案
﹂
の
原
版
は
、
大
部
分
が
共
産
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
冷
戦
に
お
け
る
ア
ジ
ア

の
重
要
性
に
つ
い
て
記
述
で
占
め
る
、
中
国
語
で
二
七
頁
の
厚
さ
の
﹁
大
作
︵
M
ag
n
u
m
O
p
u
s︶
﹂
で
あ
っ
た
。
﹁
太
平
案
﹂
を
﹁
ご
み

箱
に
捨
て
て
し
ま
い
た
い
﹂
と
感
じ
た
葉
公
超
に
同
情
し
た
陳
誠
は
、
葉
公
超
に
修
正
を
任
せ
た
も
の
の
﹁
本
提
案
は
提
出
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
指
示
し
た
。
そ
こ
で
、
葉
公
超
は
中
国
語
で
一
〇
頁
に
編
集
し
た
﹁
太
平
案
﹂
を
国
務
省
に
提
出
し
た
。﹁
国
府

は
本
提
案
全
体
を
採
用
す
る
よ
り
も
よ
り
規
模
の
小
さ
い
も
の
を
望
む
﹂
と
い
う
保
留
は
、
﹁
太
平
案
﹂
を
好
ま
し
く
思
わ
な
い
葉
公

超
が
付
加
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で

(

)

あ
る
。

80

こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
の
設
置
を
集
団
安
全
保
障
組
織
設
立
の
前
段
階
と
し
て
提
示
す
る
慎
重
さ
を
見
せ
て
い
た

蔣
介
石
が
、﹁
太
平
案
﹂
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
慎
重
さ
を
失
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
国
連
加

盟
を
め
ぐ
る
紛
糾
に
よ
り
、
国
府
の
国
連
議
席
喪
失
が
現
実
味
を
帯
び
つ
つ
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
・
モ
ー

リ
タ
ニ
ア
国
連
一
括
加
盟
の
ソ
連
提
案
に
対
し
、
モ
ン
ゴ
ル
の
独
立
を
認
め
な
い
国
府
は
、
モ
ン
ゴ
ル
国
連
加
盟
申
請
へ
の
拒
否
権
行

使
を
公
言
し
て
い
た
。
し
か
し
、
国
府
が
拒
否
権
を
行
使
し
一
括
加
盟
の
提
案
を
破
綻
さ
せ
れ
ば
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
国
連
加
盟
を
支
持

す
る
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
国
連
中
国
代
表
権
問
題
に
お
け
る
立
場
を
翻
し
、
大
挙
し
て
中
国
支
持
に
傾
く
こ
と
は
確
実
視
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
た
め
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
モ
ン
ゴ
ル
国
連
加
盟
の
黙
認
を
国
府
に
要
求
し
て
い
た
が
、
国
府
は
な
お
も
既
定
方
針
を
堅
持
し
て
い

た
。
こ
う
し
て
国
連
議
席
喪
失
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
国
府
に
は
、
反
共
諸
国
か
ら
の
確
固
た
る
支
持
が
不
可
欠
に
な
り
、
明
確
な
反

共
姿
勢
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
確
約
と
東
ア
ジ
ア
の
反
共
主
義
諸
国
と
の
結
束
の
重
要
性
は
増
し
た
。
こ
れ
ら
を
担
保
す
る
た
め
の
構

想
こ
そ
が
、﹁
太
平
案
﹂
で
あ
っ
た
。

だ
が
陳
誠
の
提
案
に
す
ら
否
定
的
な
反
応
を
示
し
た
ア
メ
リ
カ
が
、
よ
り
公
式
的
で
軍
事
的
色
彩
の
濃
い
﹁
太
平
案
﹂
に
反
発
す
る
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こ
と
は
必
至
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
と
の
安
定
的
な
関
係
を
求
め
る
葉
公
超
は
陳
誠
の
容
認
の
下
﹁
太
平
案
﹂
の
原
案
を
修

正
し
、
そ
の
規
模
を
縮
小
し
て
非
公
式
の
﹁
合
同
参
謀
委
員
会
﹂
の
設
置
に
提
案
を
限
定
す
る
よ
う
努
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て

﹁
太
平
案
﹂
は
、
ア
メ
リ
カ
に
提
出
す
る
前
に
蔣
介
石
の
意
図
し
た
も
の
と
は
異
な
る
計
画
に
変
更
さ
れ
て
し
ま

(

)

っ
た
。

81

�

﹁
太
平
案
﹂
不
採
用
の
決
定
と
国
府
の
Ａ
Ｓ
Ａ
加
盟
の
試
み
の
挫
折

一
方
で
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
も
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
地
域
協
力
を
支
持
し
て
い
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
は
政
権
発
足
直
後
の
一
九

六
一
年
一
月
に
、
ラ
ス
ク
に
対
し
て
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
対
す
る
政
策
の
見
直
し
を
指
示
し
た
。
国
務
省
は
四
月
に
政
策
の
検
討

を
終
了
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
中
心
と
し
て
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
日
本
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
沖
縄
の
間
で
の
地
域
協

力
を
促
進
す
る
﹁
新
太
平
洋
共
同
体
︵
N
ew
P
acific
C
om
m
u
n
ity
︶
﹂
の
構
築
を
提
言
し
た
。
こ
の
﹁
新
太
平
洋
共
同
体
﹂
の
構
想
は
、

イ
ン
ド
シ
ナ
へ
の
共
産
主
義
勢
力
浸
透
の
脅
威
が
高
ま
る
中
、
地
域
協
力
の
促
進
に
よ
る
隣
接
地
域
の
共
産
主
義
へ
の
対
抗
能
力
の
強

化
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
軍
事
介
入
や
軍
隊
駐
留
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
﹁
醜
い
ア
メ
リ
カ
﹂
像
を
払
拭
し
た
い
ケ
ネ
デ

ィ
政
権
は
、
こ
の
構
想
の
軍
事
的
色
彩
を
薄
め
、
政
治
的
安
定
と
経
済
発
展
の
促
進
に
主
眼
に
置
い
て

(

)

い
た
。

82

ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
地
域
協
力
に
よ
る
ア
ジ
ア
地
域
の
政
治
的
安
定
と
経
済
発
展
を
強
調
し
た
の
は
、
共
産
主
義
勢
力
の
脅
威
の
中
心

は
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
へ
と
移
行
し
、
そ
の
形
態
は
現
地
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
合
し
た
非
正
規
戦
、
反
乱
や

政
府
転
覆
へ
と
変
化
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
低
開
発
が
ア
ジ
ア
地
域
の
共
産
主
義
に
対
す
る
脆
弱
性
の
根
源
と
見
な
し
た
ケ
ネ
デ

ィ
政
権
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
集
団
安
全
保
障
と
経
済
問
題
と
い
う
三
つ
の
問
題
に
対
処
し
う
る
方
策
と
し
て
地
域
協
力
の
促
進
を

志
向
し
た
の
で

(

)

あ
る
。

83

経
済
面
で
の
地
域
協
力
を
志
向
す
る
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
方
針
の
下
で
は
、
軍
事
面
を
前
面
に
押
し
出
し
た
﹁
太
平
案
﹂
が
採
用
さ
れ

る
見
込
み
は
少
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
国
務
省
で
は
国
府
の
意
図
に
対
す
る
疑
念
も
強
か
っ
た
。﹁
太
平
案
﹂
を
検
討
し
た
中
国
課
は
、
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﹁
太
平
案
﹂
は
陳
誠
の
提
案
よ
り
も
﹁
は
る
か
に
公
式
的
か
つ
恒
久
的
な
組
織
を
志
向
し
て
い
る
﹂
の
で
あ
り
、
保
留
が
あ
っ
て
も

﹁
国
府
が
最
終
的
に
そ
の
よ
う
な
﹇
集
団
安
全
保
障
﹈
組
織
が
形
成
さ
れ
る
の
を
望
ん
で
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
﹂
と
、
国
府
の

野
心
に
懸
念
を
抱
い
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
国
府
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
あ
る
い
は
全
く
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
存
続
に
は
関
心
を
抱
い
て
い
な

い
﹂
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
﹁
太
平
案
﹂
を
採
用
す
れ
ば
、﹁
我
々
が
極
東
で
保
持
す
る
多
国
間
関
係
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
﹂

と
も
予
測
し
て

(

)

い
た
。

84

こ
う
し
た
国
務
省
の
﹁
太
平
案
﹂
に
対
す
る
否
定
的
な
反
応
は
国
府
に
も
伝
達
さ
れ
た
。
九
月
二
〇
日
に
マ
コ
ノ
ギ
ー
は
葉
公
超
に

対
し
て
、﹁
我
々
は
現
存
の
体
制
︵
arran
g
em
en
t︶
を
最
大
限
利
用
す
る
よ
う
努
力
す
べ
き
で
あ
り
、
危
機
時
に
同
盟
国
と
の
協
議
の

た
め
に
そ
れ
を
変
化
さ
せ
た
り
、
代
替
の
体
制
を
構
築
し
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
﹂
と
い
う
の
が
国
務
省
の
﹁
全
体
的
な
感
覚
﹂
で
あ

る
と
述
べ
て

(

)

い
る
。

85

だ
が
九
月
末
以
降
、
国
府
で
は
東
ア
ジ
ア
で
の
集
団
安
全
保
障
組
織
創
設
を
求
め
る
意
見
が
相
次
い
で
提
出
さ
れ
た
。
九
月
二
九
日

に
は
立
法
委
員
の
王
大
任
が
、
国
府
は
ア
メ
リ
カ
の
﹁
宥
和
﹂
政
策
に
こ
れ
以
上
制
約
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
韓
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

お
よ
び
南
ベ
ト
ナ
ム
と
﹁
自
由
中
国
を
回
復
す
る
た
め
の
﹂
地
域
組
織
を
創
設
す
る
こ
と
で
﹁
外
交
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
﹂
を
と
り
、

ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
に
影
響
を
与
え
る
べ
き
と
主
張

(

)

し
た
。
ま
た
一
〇
月
一
四
日
に
は
蔣
介
石
も
、
韓
国
、
タ
イ
、
マ
ラ
ヤ
連
邦
、

86

フ
ィ
リ
ピ
ン
お
よ
び
日
本
に
よ
る
﹁
東
ア
ジ
ア
反
共
連
盟
﹂
の
形
成
は
共
産
主
義
勢
力
に
よ
る
転
覆
活
動
の
阻
止
に
有
益
で
あ
る
と
述

(

)

べ
た
。
こ
の
他
に
も
、
台
湾
の
新
聞
に
は
集
団
安
全
保
障
組
織
創
設
を
要
求
す
る
議
論
が
多
々
掲
載
さ

(

)

れ
た
。

87

88

こ
れ
は
国
連
総
会
の
開
催
が
一
〇
月
に
迫
り
、
モ
ン
ゴ
ル
国
連
加
盟
の
阻
止
に
固
執
す
る
国
府
が
い
よ
い
よ
国
連
議
席
喪
失
の
瀬
戸

際
に
立
た
さ
れ
た
た
め
で

(

)

あ
る
。
こ
う
し
た
中
、
東
ア
ジ
ア
で
の
集
団
安
全
保
障
組
織
設
立
は
国
府
国
連
議
席
保
持
だ
け
で
な
く
、
国

89

連
脱
退
後
に
お
け
る
国
府
の
国
際
的
地
位
維
持
の
手
段
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
〇
月
二
日
の
総
理
記
念
週
に
国
民
党
中
央

委
員
会
常
務
委
員
の
陶
希
聖
は
演
説
し
、
安
全
保
障
理
事
会
で
共
産
主
義
の
侵
略
に
対
抗
す
る
軍
事
行
動
を
決
議
で
き
な
い
国
際
連
合
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は
、
﹁
憲
章
の
趣
旨
か
ら
益
々
離
れ
、
国
際
連
盟
に
益
々
近
づ
い
て
い
る
﹂
と
機
能
不
全
に
陥
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
こ

で
、
﹁
ア
ジ
ア
の
自
由
国
家
は
決
然
と
立
ち
上
が
り
、
連
盟
を
組
織
し
、
国
際
連
合
の
内
部
で
も
外
部
で
も
行
動
す
る
能
力
を
有
し
、

集
団
の
力
量
で
自
由
と
平
和
を
守
る
べ
き
﹂
な
の
で
あ

(

)

っ
た
。
つ
ま
り
、
東
ア
ジ
ア
の
反
共
主
義
諸
国
は
国
連
と
は
別
の
組
織
を
創
設

90

し
て
結
束
し
、
国
連
に
お
け
る
影
響
力
の
増
大
と
国
連
外
で
の
共
産
主
義
勢
力
へ
の
対
抗
能
力
の
獲
得
を
図
る
べ
き
と
い
う
の
で
あ

る
。し

か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
﹁
太
平
案
﹂
へ
の
否
定
的
な
反
応
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
一
一
月
に
マ
コ
ノ
ギ
ー
は
各
大
使
館
、
国
務
省
お

よ
び
軍
部
の
﹁
太
平
案
﹂
へ
の
反
対
意
見
を
集
約
し
、
ラ
ス
ク
に
対
し
て
口
頭
で
葉
公
超
に
対
し
て
﹁
太
平
案
﹂
不
採
用
を
告
げ
る
権

限
を
要
請

(

)

し
た
。
ラ
ス
ク
は
マ
コ
ノ
ギ
ー
の
建
議
を
承
認
し
た
も
の
の
、
国
府
へ
の
回
答
は
こ
の
時
最
大
の
懸
案
で
あ
っ
た
国
連
中
国

91

代
表
権
問
題
が
解
決
す
る
ま
で
先
延
ば
し
に
す
る
こ
と
に

(

)

し
た
。

92

国
連
中
国
代
表
権
問
題
に
関
す
る
投
票
は
一
二
月
一
六
日
に
行
わ
れ
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
か
ら
中
国
国
連
加
盟
へ
の
拒
否
権
行
使
の
言
質

を
取
り
付
け
た
国
府
が
モ
ン
ゴ
ル
国
連
加
盟
を
黙
認
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
は
国
府
支
持
の
態
度
を
鮮
明
に
し
た
。
こ
の

結
果
、
中
国
代
表
権
の
変
更
に
関
す
る
提
案
は
総
会
の
三
分
の
二
の
賛
成
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
﹁
重
要
事
項
指
定
方
案
﹂
が
可
決
さ

れ
、
国
府
の
国
連
議
席
は
守
ら

(

)

れ
た
。

93

こ
の
後
の
一
九
日
に
、
極
東
担
当
国
務
次
官
補
代
理
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ス
︵
Joh
n
M
.S
teev
es︶
が
江
易
生
駐
米
公
使
に
対
し
て
、
ア

メ
リ
カ
は
既
存
の
軍
事
設
備
や
連
絡
網
を
利
用
す
る
こ
と
で
﹁
太
平
案
﹂
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
と
判
断
し
て
お
り
、
﹁
い
か
な
る
新

た
な
公
式
的
な
防
衛
体
制
に
加
わ
る
こ
と
に
も
躊
躇
﹂
し
て
い
る
と
、﹁
太
平
案
﹂
の
不
採
用
を
伝
達

(

)

し
た
。

94

江
易
生
は
ア
メ
リ
カ
の
立
場
に
理
解
を
示
し
、
反
発
し
な
か

(

)

っ
た
。
こ
の
後
も
、
国
府
は
﹁
太
平
案
﹂
に
固
執
し
な
か
っ
た
。
こ
れ

95

は
、
葉
公
超
の
修
正
に
よ
り
﹁
太
平
案
﹂
提
出
の
当
初
の
目
的
が
す
で
に
果
た
し
得
な
く
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
葉
公
超
は
モ

ン
ゴ
ル
国
連
加
盟
問
題
で
蔣
介
石
に
対
し
て
対
米
協
調
を
優
先
し
た
政
策
転
換
を
求
め
て
い
た
こ
と
も
関
連
し
、
一
一
月
に
駐
米
大
使
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の
任
を
解
か

(

)

れ
た
。
蔣
介
石
は
葉
公
超
を
左
遷
し
た
理
由
と
し
て
、﹁
近
年
ア
メ
リ
カ
で
の
言
動
が
荒
唐
無
稽
で
あ
る
﹂
た
め
、
ア
メ

96

リ
カ
に
留
め
れ
ば
国
府
批
判
を
展
開
し
て
い
た
元
台
湾
省
主
席
の
﹁
呉
国
禎
よ
り
も
甚
だ
し
い
﹂
ほ
ど
の
﹁
悪
事
を
働
く
﹂
こ
と
を
挙

げ
て

(

)

い
た
。

97

も
っ
と
も
、
国
連
中
国
代
表
権
問
題
に
お
い
て
米
華
が
共
同
歩
調
を
と
り
国
府
議
席
の
維
持
に
成
功
し
た
こ
と
は
、
国
府
の
抱
い
て

い
た
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
対
中
・
対
華
政
策
の
変
化
へ
の
懸
念
も
払
拭
し
て
い
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
中
国
と
の
宥
和
を
否
定
し
そ
の
国

連
加
盟
を
阻
止
す
る
決
意
を
示
し
た
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
に
毅
然
と
し
た
反
共
姿
勢
を
求
め
る
た
め
に
提
起
し
た
集
団
安
全
保
障
組
織

の
新
設
に
執
着
す
る
必
要
は
無
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
七
月
に
マ
ラ
ヤ
連
邦
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
お
よ
び
タ
イ
が
経
済
文
化
協
力
を
目
的
と
す
る
Ａ
Ｓ
Ａ
を
結
成
し
た
。
こ
の
三
ヶ

国
は
国
内
の
共
産
ゲ
リ
ラ
の
活
動
に
よ
る
政
治
不
安
を
抱
え
て
お
り
、
経
済
発
展
に
よ
り
治
安
対
策
を
図
る
た
め
、
一
九
五
八
年
ご
ろ

か
ら
地
域
協
力
組
織
の
設
立
を
模
索
し
て
い
た
。
こ
の
組
織
に
は
、
非
同
盟
諸
国
も
加
盟
さ
せ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
六
一
年

に
な
り
ラ
オ
ス
危
機
に
目
前
で
の
共
産
主
義
拡
大
の
脅
威
を
感
じ
た
三
ヶ
国
は
、
非
同
盟
諸
国
の
加
盟
を
断
念
し
て
Ａ
Ｓ
Ａ
の
創
設
を

決
断

(

)

し
た
。
Ａ
Ｓ
Ａ
の
創
設
に
は
、
地
域
協
力
に
よ
る
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
と
政
治
的
安
定
を
志
向
し
て
い
た
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
も
支
持

98

を
与
え
て

(

)

い
た
。

99

翌
年
に
な
り
国
府
の
Ａ
Ｓ
Ａ
加
盟
が
議
論
さ
れ
た
。
一
九
六
二
年
五
月
に
杭
立
武
駐
タ
イ
大
使
は
外
交
部
に
打
電
し
、
マ
ラ
ヤ
連
邦

側
か
ら
国
府
が
Ａ
Ｓ
Ａ
に
加
盟
す
る
意
思
を
有
し
て
い
る
か
打
診
を
受
け
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
タ
イ
が
国
府
加
盟
の
提
案
を
行
え
ば
マ
ラ

ヤ
連
邦
は
反
対
し
な
い
旨
を
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
さ
ら
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
も
国
府
の
加
盟
に
対
す
る
賛
意
を
段
茂
瀾
に
伝

え
て
い
た
。

沈
昌
煥
は
、
Ａ
Ｓ
Ａ
に
加
盟
す
る
こ
と
で
国
府
の
国
際
的
地
位
を
強
化
す
べ
き
と
蔣
介
石
に
提
言
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
Ａ
Ｓ
Ａ
の

経
済
協
力
や
文
化
交
流
の
促
進
と
い
っ
た
目
的
は
国
府
の
国
策
と
合
致
し
て
お
り
、
米
英
も
Ａ
Ｓ
Ａ
を
支
持
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
国
府
と
国
交
の
無
い
ビ
ル
マ
も
加
入
を
考
慮
し
て
い
る
た
め
、
ビ
ル
マ
と
友
好
関
係
を
築
く
こ
と
で
非
同
盟
主
義
諸
国
の
勢

力
を
弱
め
共
産
主
義
の
浸
透
や
転
覆
に
対
す
る
対
抗
能
力
を
強
め
る
こ
と
も
期
待
で
き
た
。
そ
こ
で
蔣
介
石
は
沈
昌
煥
の
提
案
を
承
認

し
、
Ａ
Ｓ
Ａ
加
盟
を
検
討
す
る
よ
う
指
示

(

)

し
た
。

100

だ
が
、
九
月
の
Ａ
Ｓ
Ａ
加
盟
国
に
よ
る
国
府
、
日
本
、
韓
国
お
よ
び
南
ベ
ト
ナ
ム
の
加
盟
に
つ
い
て
の
協
議
の
決
定
は
、
新
規
加
盟

の
申
請
を
暫
時
受
理
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
表
面
上
の
理
由
は
設
立
さ
れ
て
間
も
な
い
Ａ
Ｓ
Ａ
の
基
礎
が
不
安
定
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
実
際
に
は
マ
ラ
ヤ
連
邦
が
政
治
お
よ
び
経
済
的
理
由
か
ら
新
規
加
盟
に
反
対
し
た
と

(

)

い
う
。
こ
の

101

背
景
に
は
、
マ
ラ
ヤ
連
邦
が
提
唱
し
た
マ
レ
ー
シ
ア
連
邦
構
想
に
端
を
発
す
る
ボ
ル
ネ
オ
島
の
サ
バ
領
有
問
題
を
め
ぐ
る
マ
ラ
ヤ
連
邦

と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
対
立
が
深
刻
化
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
両
国
は
、
一
旦
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
加
え
た
マ
フ
ィ
リ
ン
ド
と
い
う
地
域
協

力
機
構
を
設
立
し
て
定
期
的
に
協
議
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
も
の
の
、
一
九
六
三
年
九
月
の
マ
レ
ー
シ
ア
連
邦
発
足
の
断
行
は
マ
レ
ー

シ
ア
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
断
交
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
た
め
Ａ
Ｓ
Ａ
は
機
能
停
止
に
陥
り
、
東
南
ア
ジ
ア

の
地
域
協
力
機
構
が
再
び
機
能
す
る
に
は
六
七
年
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
︵
A
ssociation
of
S
ou
th
-E
ast
A
sian
N
ation
s
=

A
S
E
A
N
︶
の
発
足
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

(

)

っ
た
。
こ
う
し
て
、
国
府
の
Ａ
Ｓ
Ａ
加
盟
は
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

102

︵

︶
﹁
訪
美
時
与
美
方
第
三
次
会
談
記
録
﹂、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
八
月
一
日
、
同
上
。
M
em
oran
d
u
m
of
C
on
v
ersation
b
etw
een
K
en
n
ed
y
an
d
C
h
’en

77
C
h
’en
g
,et
al.,A
u
g
u
st
1,1961,F
R
U
S
,
1
9
6
1
-1
9
6
3
,v
ol.22,p
p
.104-111.

︵

︶

以
下
述
べ
る
太
平
案
の
内
容
は
次
の
文
書
に
よ
る
。﹁
建
立
西
太
平
洋
集
体
安
全
組
織
草
稿
大
綱
﹂、
附
於
駐
美
大
使
館
致
外
交
部
部
次
長
八
六
七
号
代
電
、
一
九
六

78
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
八
月
一
六
日
、
外
交
部
档
案
、
太
平
案
、
档
号

819/0006、
近
史
所
档
案
館
蔵
。
“A
n
O
u
tlin
e
P
rop
osal
for
a
C
ollectiv
e
S
ecu
rity
O
rg
a-

n
ization
of
th
e
A
n
ti-C
om
m
u
n
ist
C
ou
n
tries
in
th
e
W
estern
P
acific
A
sia,”
attach
ed
to
R
u
sk
to
C
IN
C
P
A
C
,
T
aip
ei,
M
an
ila,
S
eou
l,
S
aig
on
an
d

B
an
g
k
ok
,A
u
g
u
st
25,1961,790.5/8-2561,C
U
S
S
D
,C
en
tralF
iles,F
E
,1
9
6
0
-1
9
6
3
.﹁
太
平
案
﹂
の
作
成
過
程
に
関
す
る
史
料
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。

︵

︶

M
em
oran
d
u
m
of
C
on
v
ersation
b
etw
een
R
u
sk
an
d
Y
eh
,A
u
g
u
st
15,1961,611.93-8-1561,C
U
S
S
D
,
C
en
tral
F
iles,
C
h
in
a,
1
9
6
0
-1
9
6
3
,
F
oreign

79
A
ffairs︵
H
ereafter,F
A
︶.
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︵

︶

M
em
oran
d
u
m
of
C
on
v
ersation
b
etw
een
Y
eh
an
d
R
id
en
︵
A
ctin
g
D
irector
for
C
h
in
ese
A
ffairs︶,A
u
g
u
st
17,1961,793.00/8-1761,C
U
S
S
D
,

80
C
en
tral
F
iles,
C
h
in
a,
1
9
6
0
-Jan
u
ary
1
9
6
3
,
In
tern
al
A
ffairs︵
H
ereafter,IA
︶.

︵

︶

な
お
、
葉
公
超
は
﹁
太
平
案
﹂
に
関
し
て
、﹁
日
本
の
軍
事
的
重
要
性
と
日
本
が
参
加
で
き
な
い
理
由
を
、
す
で
に
頼
副
参
謀
総
長
に
伝
え
て
お
り
、
日
本
を
加
え

81
る
よ
う
主
張
し
た
こ
と
は
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
葉
公
超
致
外
交
部
次
長
八
九
一
号
来
電
、
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
八
月
一
六
日
、
外
交
部
档
案
、
中
美
関
係
、

档
号

805/0014、
近
史
所
档
案
館
蔵
。
こ
れ
は
国
府
内
部
で
日
本
を
﹁
太
平
案
﹂
に
加
え
る
べ
き
と
の
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
な
お
、
管
見
の
限
り
、

﹁
太
平
案
﹂
に
関
連
し
て
日
本
に
言
及
し
た
文
書
は
他
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。

︵

︶

T
im
oth
y
P
.M
ag
a,Joh
n
F
.
K
en
n
ed
y
an
d
th
e
N
ew
P
acific
C
om
m
u
n
ity,
1
9
6
1
-1
9
6
3
,︵
N
ew
Y
ork
:S
t.M
artin
’s
P
ress,1990︶,p
p
.1-12.

82
︵

︶

李
鍾
元
﹁
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冷
戦
と
地
域
主
義
︱
ア
メ
リ
カ
の
政
策
を
中
心
に
﹂﹃
講
座
・
世
紀
間
の
世
界
政
治

第
三
巻

ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
﹄
日
本
評
論

83
社
、
一
九
九
三
年
、
二
一
五
-二
一
六
頁
。

︵

︶

R
in
d
en
to
M
cC
on
au
g
h
y
,A
u
g
u
st
16,1961,790.5/8-1661,C
U
S
S
D
,
C
en
tral
F
iles,
F
E
,
1
9
6
0
-1
9
6
3
.

84
︵

︶

M
em
oran
d
u
m
of
C
on
v
ersation
b
etw
een
M
cC
on
au
g
h
y
an
d
Y
eh
,S
ep
tem
b
er
20,1961,790.0/9-2061,C
U
S
S
D
,
C
en
tral
F
iles,
F
E
,
1
9
6
0
-1
9
6
3
.

85
︵

︶

D
ru
m
rig
h
t
to
R
u
sk
,O
ctob
er
24,1961,793.00/10-2461,C
U
S
S
D
,
C
en
tral
F
iles,
C
h
in
a,
IA
,
1
9
6
0
-1
9
6
3
.

86
︵

︶
﹁
総
統
対
菲
教
授
羅
塞
士
談

組
織
東
亜
反
共
聯
盟
足
以
遏
共
党
顛
覆
﹂﹃
中
央
日
報
﹄
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
一
〇
月
一
四
日
。

87
︵

︶

D
ru
m
rig
h
t
to
R
u
sk
,O
ctob
er
24,1961,793.00/10-2461,C
U
S
S
D
,
C
en
tral
F
iles,
C
h
in
a,
IA
,
1
9
6
0
-1
9
6
3
.

88
︵

︶

石
川
誠
人
﹁
信
頼
性
の
危
機
と
維
持
﹂、
二
七
頁
。

89
︵

︶
﹁
陶
希
聖
在
中
央
紀
念
週
報
告

聯
合
国
的
成
敗
関
頭
﹂﹃
中
央
日
報
﹄
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
一
〇
月
一
四
日
。

90
︵

︶

M
cC
on
au
g
h
y
to
R
u
sk
,N
ov
em
b
er
21,1961,790.5/11-2161,C
U
S
S
D
,
C
en
tral
F
iles,
F
E
,
1
9
6
0
-1
9
6
3
.﹁
太
平
案
﹂
に
最
も
反
発
し
た
の
は
駐
日
大
使
館

91
で
あ
る
。
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
︵
E
d
w
in
O
.R
eisch
au
er︶
駐
日
大
使
は
、
ア
メ
リ
カ
が
真
剣
に
﹁
太
平
案
﹂
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
国
府
の
中
国
大
陸
へ
の
反
攻
作
戦
お

よ
び
朝
鮮
半
島
と
イ
ン
ド
シ
ナ
で
の
軍
事
行
動
に
日
本
の
基
地
が
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
懸
念
か
ら
、
日
本
の
中
立
主
義
が
強
ま
り
、
日
米
の
安
全
保
障
の
絆
に
緊
張

を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
日
韓
国
交
正
常
化
の
障
害
に
な
る
と
警
告
し
た
。
R
eisch
au
er
to
R
u
sk
,S
ep
tem
b
er
21,1961,790.5/9-2161,ibid
.

︵

︶

M
em
oran
d
u
m
from
L
.D
.B
attle︵
E
x
ecu
tiv
e
S
ecretary
︶
for
M
cG
eorg
e
B
u
n
d
y
︵
P
resid
en
t’s
S
p
ecialA
ssistan
t
for
N
ation
alS
ecu
rity
A
ffairs︶,

92
D
ecem
b
er
4,1961,790.5/12-461,ibid
.

︵

︶

石
川
誠
人
﹁
信
頼
性
の
危
機
と
維
持
﹂、
二
八
-二
九
頁
。

93
︵

︶

M
em
oran
d
u
m
ofC
on
v
ersation
b
etw
een
Y
i-sh
en
g
K
in
g
an
d
S
teev
es,Y
ag
er,et.al.,D
ecem
b
er
19,1961,790.5/12-1961,C
U
S
S
D
,C
en
traL
F
iles,

94
F
E
,
1
9
6
0
-1
9
6
3
.

︵

︶

Ibid
.

95
︵

︶

石
川
誠
人
﹁
信
頼
性
の
危
機
と
維
持
﹂、
二
九
頁
。

96
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︵

︶
﹁
手
諭
擬
令
葉
公
超
自
動
辞
職
﹂
一
九
六
一
︵
民
国
五
〇
︶
年
一
〇
月
二
七
日
、
何
智
霖
編
﹃
陳
誠
先
生
書
信
集

与
蔣
中
正
先
生
往
来
函
電
︵
下
︶﹄
台
北
、
国
史

97
館
、
二
〇
〇
七
年
、
八
〇
九
頁
。
台
湾
省
主
席
を
務
め
て
い
た
親
米
派
の
呉
国
禎
は
、
蔣
介
石
や
蔣
経
国
と
の
関
係
悪
化
に
よ
り
、
五
三
年
四
月
に
ア
メ
リ
カ
に
事
実

上
の
亡
命
を
し
た
。
松
田
康
博
﹃
台
湾
に
お
け
る
一
党
独
裁
体
制
の
成
立
﹄
慶
応
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
五
-二
一
三
。

︵

︶

山
影
進
﹃
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

シ
ン
ボ
ル
か
ら
シ
ス
テ
ム
へ
﹄
一
九
九
一
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
四
-
四
二
頁
。

98
︵

︶

R
u
sk
to
B
an
g
k
ok
,M
an
ila
an
d
K
u
ala
L
u
m
p
u
r,F
eb
ru
ary
18,1961,790.00/2-1861,C
U
S
S
D
,
C
en
tral
F
iles,
F
E
,
1
9
6
0
-1
9
6
3
.

99
︵

︶
﹁
簽
呈
参
加
東
南
亜
協
会
案
﹂
一
九
六
二
︵
民
国
五
一
︶
年
七
月
一
〇
日
、
何
智
霖
﹃
陳
誠
先
生
書
信
集

与
蔣
中
正
先
生
往
来
函
電
︵
下
︶﹄、
八
一
三
-
八
一
四

100
頁
。
﹁
手
諭
参
加
東
南
亜
協
会
事
似
尚
可
行
准
予
備
査
﹂
一
九
六
二
︵
民
国
五
一
︶
年
七
月
二
一
日
、
同
前
、
八
一
三
-八
一
四
頁
。

︵

︶

外
交
部
致
杭
立
武
一
五
三
二
三
号
去
電
、
一
九
六
二
︵
民
国
五
一
︶
年
九
月
二
七
日
、
外
交
部
档
案
、
東
南
亜
国
家
協
会
案
、
档
号

013.2/0003、
近
史
所
档
案
館

101
蔵
。

︵

︶

山
影
進
﹃
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
﹄
五
五
-七
六
頁
。
Ａ
Ｓ
Ａ
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
発
足
に
伴
い
解
消
さ
れ
た
。

102

お

わ

り

に

一
九
五
〇
年
代
末
期
よ
り
国
府
は
国
際
的
地
位
の
低
下
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
、
六
〇
年
の
国
連
中
国
代
表
権
問
題
の
投
票
に
よ
り
国

連
議
席
を
喪
失
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
。
同
時
期
に
対
中
政
策
再
検
討
の
言
論
を
容
認
す
る
ケ
ネ
デ
ィ
が
大
統
領
に
選

出
さ
れ
た
こ
と
は
、
国
府
に
国
連
議
席
喪
失
が
差
し
迫
っ
た
危
険
で
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
ラ
オ
ス
情
勢
の
悪
化
は
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
無
力
ぶ
り
を
露
呈
し
、
共
産
主
義
勢
力
の
伸
張
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

共
産
主
義
勢
力
拡
大
に
対
す
る
危
惧
を
共
有
す
る
東
ア
ジ
ア
の
反
共
四
ヶ
国
は
、
一
九
六
一
年
初
頭
に
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
に
毅
然
と
し

た
反
共
主
義
路
線
の
踏
襲
を
迫
る
べ
く
外
相
会
談
を
開
催
し
た
。
国
際
的
地
位
の
維
持
を
図
る
国
府
は
、
外
相
会
談
を
東
ア
ジ
ア
諸
国

と
の
連
携
強
化
と
地
域
的
集
団
安
全
保
障
組
織
始
動
の
好
機
と
も
見
な
し
た
。
し
か
し
、
四
ヶ
国
間
の
意
見
の
相
違
に
よ
り
、
外
相
会

談
で
は
集
団
安
全
保
障
組
織
の
創
設
ど
こ
ろ
か
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
ラ
オ
ス
で
の
反
共
主
義
政
策
の
貫
徹
を
明
確
に
求
め
る
こ
と
も

で
き
な
か
っ
た
。
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こ
う
し
て
他
の
東
ア
ジ
ア
反
共
主
義
諸
国
と
の
交
渉
に
地
域
的
集
団
安
全
保
障
組
織
の
創
設
の
望
み
を
見
出
せ
な
か
っ
た
国
府
は
、

ア
メ
リ
カ
の
主
導
性
に
期
待
す
る
よ
う
に
な
る
。
米
華
間
に
お
け
る
国
連
中
国
代
表
権
問
題
の
紛
糾
が
深
刻
化
し
た
こ
と
と
、
訪
台
し

た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
蔣
介
石
の
提
案
に
好
意
的
に
反
応
し
た
こ
と
で
、
こ
の
動
き
は
強
ま
り
、
蔣
介
石
は
陳
誠
訪
米
の
際
に
再
度
地
域
的

集
団
安
全
保
障
組
織
設
立
を
ア
メ
リ
カ
に
提
起
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
蔣
介
石
が
中
国
で
の
大
飢
饉
の
発
生
と
中
ソ
対
立

を
﹁
大
陸
反
攻
﹂
の
好
機
と
見
な
し
、
東
南
ア
ジ
ア
も
軍
事
反
攻
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

だ
が
、
陳
誠
や
葉
公
超
は
東
ア
ジ
ア
諸
国
間
の
連
携
強
化
に
は
賛
同
し
て
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
反
発
を
招
き
か
ね
な
い
地
域
的
集

団
安
全
保
障
組
織
の
設
立
に
は
否
定
的
で
あ
り
、
非
公
式
的
な
﹁
合
同
参
謀
組
織
﹂
の
設
置
を
支
持
す
る
に
止
ま
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
モ
ン
ゴ
ル
国
連
加
盟
問
題
に
よ
り
国
連
議
席
喪
失
の
不
安
に
駆
ら
れ
た
蔣
介
石
は
、
﹁
太
平
案
﹂
の
提
出
に
よ
り
性
急
に
公
式
的

な
集
団
安
全
保
障
組
織
の
創
設
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
葉
公
超
は
、﹁
太
平
案
﹂
の
文
言
を
大
幅
に
修
正
し
、
そ
の
当
面
の
目

的
を
﹁
合
同
参
謀
委
員
会
﹂
設
置
に
限
定
し
て
提
出
す
る
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
の
反
発
を
緩
和
し
よ
う
と
し
た
。

ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、﹁
太
平
案
﹂
を
真
剣
に
は
検
討
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
ア
ジ
ア
の
地
域
協
力
に
対
す
る

関
心
は
、﹁
太
平
案
﹂
の
強
調
す
る
軍
事
面
で
は
な
く
、
経
済
面
で
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
国
府
の
﹁
太
平
案
﹂
提

出
の
意
図
に
対
す
る
疑
念
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
は
、
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を
中
心
と
す
る
既
存
の
安
全
保
障
の
枠
組
み
で
イ
ン
ド
シ

ナ
危
機
に
対
応
す
る
方
針
で
あ
っ
た
。

国
連
中
国
代
表
権
問
題
の
決
着
の
後
、
ア
メ
リ
カ
は
﹁
太
平
案
﹂
の
不
採
用
を
国
府
に
通
知
し
た
。
だ
が
、
国
府
は
反
発
し
な
か
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
、﹁
太
平
案
﹂
に
固
執
す
る
理
由
は
も
は
や
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
葉
公
超
が
提
出
し
た
﹁
太
平

案
﹂
は
当
初
の
規
模
と
形
態
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
ケ
ネ
デ
ィ
が
中
国
の
国
連
加
盟
阻
止
を
保
証
し
た
こ
と
で
国
連
中
国
代
表

権
問
題
が
解
決
し
、
国
府
の
国
連
議
席
が
当
面
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
的
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
府
の
国
際
的
地
位
の
凋
落
へ
の

不
安
も
解
消
さ
れ
て
い
た
。
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た
だ
し
﹁
太
平
案
﹂
の
失
敗
は
、
国
府
が
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
軍
事
同
盟
を
結
成
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
た
め

﹁
大
陸
反
攻
﹂
の
戦
略
は
国
府
単
独
で
の
軍
事
反
攻
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
実
際
に
、
一
九
六
二
年
に
国
府
が
中

国
に
対
し
て
の
軍
事
反
攻
を
試
み
た
際
に
は
、
他
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
連
携
は
念
頭
に
置
か
れ
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
支
援
を
求
め
る
の

み
で
あ

(

)

っ
た
。
い
わ
ば
、
国
府
は
﹁
大
陸
反
攻
﹂
を
東
ア
ジ
ア
全
体
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。

103

一
方
で
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
支
持
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ａ
は
、
一
九
六
二
年
に
国
府
の
加
盟
を
考
慮
し

た
。
し
か
し
、
マ
レ
ー
シ
ア
連
邦
構
想
を
め
ぐ
る
加
盟
国
間
の
紛
争
に
よ
り
Ａ
Ｓ
Ａ
は
機
能
停
止
に
陥
り
、
こ
こ
に
国
府
が
参
加
す
る

望
み
は
絶
た
れ
た
。
こ
う
し
て
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
集
団
安
全
保
障
組
織
の
設
立
と
Ａ
Ｓ
Ａ
参
加
が
不
成
功
に
終
わ
っ
た
こ
と

で
、
国
府
が
七
一
年
に
国
連
を
脱
退
し
た
後
に
そ
の
国
際
的
孤
立
を
止
め
る
主
要
な
地
域
機
構
は
存
在
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

︵

︶

一
九
六
二
年
の
国
府
の
﹁
大
陸
反
攻
﹂
の
試
み
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
石
川
誠
人
﹁
国
府
の
﹃
大
陸
反
攻
﹄
と
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
対
応
﹂﹃
国
際
政
治
﹄
第

103
一
四
八
号
︵
二
〇
〇
七
年
三
月
︶。

︹
付
記
︺

本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
度
立
教
大
学
学
術
推
進
特
別
重
点
資
金
︵
立
教
Ｓ
Ｆ
Ｒ
︶
個
人
研
究
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ

る
。
ま
た
本
稿
を
執
筆
す
る
に
当
た
り
、
匿
名
の
審
査
員
二
名
と
、
佐
橋
亮
、
高
木
佑
輔
、
福
田
円
の
各
氏
か
ら
有
益
な
意
見
を
頂
戴
し

た
。
こ
こ
に
謝
意
を
表
す
る
。
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